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面積…26.44k㎡

人口…119,008人（前月比-80）

　男…  57,085人

　女…  61,923人

世帯…  48,584　　

　（平成22年2月28日現在）
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発展性を示しています。

表紙のデザインを一新しました。写真は昨年4
月に撮影した杜本神社の桜です。もう1枚の写
真は、昨年の駒ヶ谷小学校の入学式の写真で
す。（駒ヶ谷小学校よりお借りしました。）

今月の表紙

  1 　表紙
  2 　平成22年度施政方針
  8 　春の全国交通安全・放置自転車禁止区域
  9 　道路課供用開始・市民大学
10 　市民フェスティバル
12 　指定管理者・高年介護課
13 　後期高齢者医療制度
14　 はびきのふれ愛学のすすめ
17 　狂犬病・水道
18 　ギャラリーはびきの・消費生活Ｑ＆Ａ
19 　吉村家住宅・サラダボール
20　 LICはびきの
21 　青少年児童センター・青少年センター
22 　国民年金・かかりつけ健康メール・東洋医療
23 　図書館だより・白鳥児童館
24 　子育て支援センター
26 　健康ファミリー
28　 街かどから
30 　制度・お知らせ・スポーツ
41　 相談窓口
42 　市民のページ・風流韻事
43 　社協・警察
44 　はびきの中学生study-o・下水道

　平成 22 年羽曳野市議会第 1 回定
例会の開会にあたり、平成 22 年度
の市政運営の基本方針と主要施策を
お示しし、議員各位並びに市民の皆
様のご理解とご協力を賜りたいと存
じます。
　私は、2 期目の市長就任以来、次
代のはびきのを見据え、「今あるも
ので、今できることを、今すぐ実現
する」、「次代にツケを先送りしない」
を信条に、市政運営に全力を注ぎ、「再
生から躍進へ」と取り組んでまいり
ました。今後とも、市民と行政の信
頼関係を基礎にさらなる行財政改革
を推進し、「安定と新たな羽曳野づく
り」に邁進してまいる所存でござい
ます。
　これまで私は、「賑わい」、「健康」、

「安心」、そして、「環境」の４つのキ
ーワードをもとに、市民の皆様や事
業者との信頼関係に基づく、よりよ
いパートナーシップを築きながら、
協働によるまちづくりを推進してま

いりました。
　今後は、次代への夢と希望を実現
するため、こうした考えのもと、次
の３つのまちづくりを大きな目標に
掲げ、市民の皆様と協働で、それぞ
れの施策を展開し、まちづくりを推
進してまいります。
　まずは、「健康と賑わい、元気な
はびきの」です。地域ストックを活
かした定住環境の整備と市民の活発
な交流活動の促進で「人の集うはび
きの」、また、元気高齢者をはじめ
とする地域活動の支援で「活力ある
はびきの」の実現をめざしてまいり
ます。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のは
びきの」です。地域の人材育成と協
育による学校支援で次代を担う「子
どもたちの笑顔」、また、地域再生
と地域福祉への積極的支援で「人づ
くりのはびきの」の実現をめざして
まいります。
　最後に、「人材と創造、誇れるは

施政方針施政方針
平成 22 年度

羽曳野市長　　北川嗣雄
　次代に向け、夢と希望を育むまちづくりの実現を実現するため、

「健康と賑わい、元気なはびきの」
「教育と安らぎ、笑顔のはびきの」
「人材と創造、誇れるはびきの」
3 つのはびきのづくりを通じて、全力で市政運営に取り組みます。
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びきの」です。地域の魅力を活かし
たソフト施策と広域化の推進で「誇
れるはびきの」、また、健全財政の維
持と市民協働のまちづくりで「健全
都市はびきの」の実現をめざしてま
いります。
　それでは、平成 22 年度の市政運
営について、市政を取り巻く社会経
済情勢を踏まえて、私の所信を申し
述べます。
　まず、経済情勢ですが、景気は、
金融危機の最悪期からは脱出し、緩
やかな回復となる見通しですが、デ
フレと不況の悪循環に陥る瀬戸際に
きており、企業、家計に不安感が募
っています。また、雇用情勢は、完
全失業率が高水準で、新卒予定者の
採用内定率も過去最悪な状況です。
このような状況から脱却するために
は、あらゆる手段の景気対策を切れ
目なく実施することが緊要となって
います。
　また、阪神・淡路大震災から 15
年を迎えた今年、ハイチで大規模な
地震が発生し、その被害は、壊滅的
で想像を絶するものとなっています。
国内では昨年８月、静岡県で最大震
度６弱の地震に見舞われ、東名高速
道路の一部が崩落するなど、多数の
被害が発生しました。耐震改修はも
とより危機管理体制の充実などが問
われており、総合的な防災対策を進
めていかなければなりません。
　次に、地球温暖化防止に向け、昨
年末に、国連気候変動枠組み条約第
15 回締約国会議（ＣＯＰ 15）が開
催され、日本は、温室効果ガスの排
出量を 2020 年までに 1990 年比で
25％削減するという目標を掲げまし
た。ゴミの減量化や資源の再利用、
環境負荷を減らした「エコ製品」の
開発・普及など、企業はもとより我々
一人ひとりが地域社会の一員として、

「環境にやさしい低炭素社会」の実現
に向けた取り組みを進めていく努力
が大切です。

　最後に、日本は、世界にも類を見
ない急激な人口減少、「少子高齢社会」
に突入しており、このような状況が
加速していく中で、現在世代と将来

世代の世代間格差を解消しなけれ
ば、「未来への責任」は果たせません。
年金や医療、介護などの社会保障に
対する将来への大きな不安と、子育
てや教育などの施策に対する充実へ
の期待は、これまで以上に高まって
おり、生産性の向上や新たな社会保
障制度の確立など、長期的に持続可
能な社会の実現へ向けた取り組みを
進めていかなければなりません。
　このような社会経済状況の中、国
においては、鳩山首相の掲げる「コ
ンクリートから人へ」の基本理念の
もと、第 2 次補正予算が成立し、さ
らに、平成 22 年度予算においても、
公共事業費をかつてない規模で減ら
す一方、子ども手当の創設をはじめ
とする「暮らしの安心」にかかわる
予算を大幅に増やすなど、国民の生
活改善に向けた取り組みが進められ
ています。一方、国の財政は、世界
経済危機の影響で税収が大幅に減少
する中で、過去最大規模の国債を発
行するなど、極めて厳しい状況であ
ります。

　本市の財政状況については、財政
健全化の取り組み等により、かろ
うじて黒字財政を維持しているもの
の、財政調整基金等からの繰り入れ
や退職手当債を発行しており、決し
て、赤字体質から完全に脱却したと
は言えない状況であります。歳入面
では、景気の影響などにより、基幹
的収入である市税が大幅に減少する
見込みとなっています。また、歳出
面では、義務的な支出である扶助費
は増加し、公債費は高止まりのまま
で、経常収支比率や将来負担比率も
高く、このままでは赤字財政への転
落が危惧されます。
　このような状況において、次代に
過重な負担を先送りせず、収支均衡
の下で弾力的な財政構造と持続可能
な財政基盤を確立し、質の高い市民
サービスを提供するためには、さら
なる行財政改革を着実に推進しなけ
ればなりません。そのため、今後 5
年間の「新たな財政健全化計画」を
策定し、行財政運営の再構築をめざ
してまいります。
　平成の大合併が終息を迎えつつ、
国では、「国と地方の協議の場」の

法制化や国による地方への「義務付
けの見直し」など、「地域主権改革」
の議論が活発化し、国から地方に権
限や財源を移譲する真の地方分権の
実現に向け、新たな一歩を踏み出
しました。また、国に先駆けて、大
阪府では、「大阪発“地方分権改革”
ビジョン」が発表され、現在、平成
22 年度からの 3 年間で、府内全市
町村に特例市並みの権限移譲を目標
に取り組みを推進しています。
　真の地方分権は、国、都道府県、
市町村のそれぞれの役割分担を明確
にした上で、権限移譲に見合う財源
措置や人的支援が不可欠であり、自
己決定、自己責任の原則のもとで、
より地域の実情に応じた行政サービ
スを提供できる改革でなければなり
ません。そのため、行財政改革によ
る経営の健全化、人材の育成を図り
ながら、広域行政や広域連携を推進
し、市民参画、市民協働のもと、地
域の特性を活かした魅力あるまちづ
くりを展開してまいります。
　以下、3 つのはびきのづくりにつ
いて、その大要を申し述べます。
　まずは、「健康と賑わい、元気な
はびきの」づくりです。
　子どもから高齢者まで誰もが元気
で明るく健康に活躍できる社会の実
現をめざし、それぞれの地域の魅力
を最大限に活かした“賑わいと交流
の場”づくりを進めてまいります。
　古市駅前周辺地区においては、本
市の玄関口にふさわしい「交通ター
ミナル拠点」の形成に向けて、市民
が憩え、交流できるコミュニティ広
場やあらゆる世代が交流できるよう
な公共施設の再整備に取り組むとと
もに、古市駅舎のエレベーター設置
をはじめ、安全で快適な歩行空間の
確保を図り、地域の賑わいを創出し
てまいります。
　次に、駒ヶ谷地区においては、本
市にとっての象徴である地場産品の
葡萄や豊かな自然、歴史的資源を活
用し、地域の魅力をさらに磨き輝か
せるとともに、自然とのふれあいや
人との出会いを大切にした交流活動
の促進に取り組んでまいります。特
に、遊休農地については、その現
状や所有者の意向などを把握した上
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で、その有効活用を検討し、地場産
業の活性化、新たな雇用の創出につ
なげてまいります。
　さらに、恵我ノ荘駅前周辺地区に
おいては、府道郡戸大堀線の整備を
促進するなど、交通安全対策を推進
するとともに、駅前南側整備等によ
る地域の賑わいを創出することによ
り、住環境の向上と商業の振興に努
めてまいります。
　また、はびきのコロセアムにおい
ては、施設の利便性と有効利用を図
るため、公共施設循環バスを増便さ
せるとともに、市民の健康づくりを
支援する健康まつりや健康フォーラ
ム、都市緑化を推進するグリーンフ
ェスタを開催するなど、スポーツは
もとより市民の交流活動を促進する
ことにより、地域の活性化を図って
まいります。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のはび
きの」づくりです。
　次代を担う子どもたちの健全な育
成を図るとともに、高齢者や障害者
をはじめ市民誰もが安心して暮らせ
る地域社会の構築に取り組んでまい
ります。
　まず、安全で安心な教育環境を提
供するため、喫緊の課題である学校
施設の耐震化対策を重点的かつ早急
に実施してまいります。また、次代
を担う子どもたちの健やかな成長は
誰もの願いであり、「教育の充実」は、
各家庭はもとより、地域、学校園、
行政が連携、協力して教育環境の向
上に取り組んでいかなければなりま

せん。「大阪の教育は羽曳野から改革
する」、「大阪の教育を羽曳野がリー

ドする」という気概をもって、「生き
る力」の育成に取り組んでまいりま
す。埴生校区においては、学校施設
の耐震改修を契機に、幼稚園をはじ
め小学校、中学校の一貫教育をさら
に充実させるとともに、公共施設の
一体的な活用方法のあり方を検討し、
一層の市民サービスの向上が図られ
るよう施策を展開してまいります。
　また、本年１月に、市役所で働く
職員と地域の先輩が自学自習をサポ
ートする「はびきの中学生 study-
Ｏ（ｽﾀﾃﾞｨｵ）」事業を試験的に実施し
ており、このプレ事業の結果を踏ま
え、平成 22 年度から本格的に実施し、
中学生の学力向上に取り組んでまい
ります。
　さらに、就学前の子どもたちの健
全な発達を育むため、幼稚園、保育
園と子育て支援センター等との連携
強化を図り、教育・保育環境や子育
て支援を一層充実するとともに、親
子のふれあいや子どもたちが交流で
きる場づくりに取り組んでまいりま
す。
　また、乳幼児から高齢者まで市民
一人ひとりが住み慣れた地域でいつ
までも心身ともに健康で安心して生
活できるよう、小児救急医療をはじ
めとする地域医療体制の充実や健康
づくりを推進するとともに、家庭、
地域、関係機関との連携を強化し、
地域で支え合い、助け合う地域福祉
の充実を図ってまいります。
　最後に、「人材と創造、誇れるはび
きの」づくりです。
　豊かな歴史的資源と恵まれた自然
環境は、市民誰もが誇れる本市の貴
重な財産です。このような地域資源
の保全・活用に努め、自然や歴史と
共存できるまちづくりを推進してま
いります。
　古市古墳群については、大阪府、
堺市、藤井寺市との４者のさらなる
連携、協力に努め、市民の皆様とと
もに、「百舌鳥・古市古墳群の世界文
化遺産登録」をめざして取り組んで

まいります。

　また、今年は奈良県で平城遷都
1300 年祭が開催されており、これ
を契機として、太子町と共同で、大
阪と奈良を結ぶ日本最古の官道であ
る「竹内街道」の魅力を活かした協
働イベントの実施に向けて取り組ん
でまいります。このような取り組み
を通じて、今後さらなる広域的な連
携、交流の輪が広がるように努めて
まいります。
　最後に、環境にやさしい循環型社
会の形成に向け、不用品の再利用を
進める（仮称）リサイクルプラザと、
市民公益活動を推進する拠点となる

（仮称）市民公益活動センターについ
ては、地域コミュニティ機能と市民
協働をさらに充実するものとして、
地域に末永く根付くようなシステム
を構築し、市民、事業者、行政が連
携して開設に向けた取り組みを進め
てまいります。
　今後とも、市民の皆様の行政への
期待に応えるべく、施策の「選択と
集中」、「知恵と工夫」によるスリム
で質の高い行財政運営に努め、市民
の皆様との協働によるまちづくりを
さらに推進し、第５次総合基本計画
の将来像である『人・時をつなぐ 安
心・健康・躍動都市 はびきの』の実
現に向け、全力をあげて取り組んで
まいります。
　それでは、平成 22 年度に取り組
む主な施策について、第５次総合基
本計画でお示ししています「まちづ
くりの目標」の 5 つの柱に沿って、
ご説明申し上げます。

　近年、異常気象による集中豪雨が
多発しており、さらに近い将来、東
南海・南海地震が発生すると予測さ
れています。市民の安全・安心な生
活を守るため、学校施設をはじめ公
共施設の耐震化対策や計画的な浸水
対策を推進するとともに、市民や関
係機関と連携し、防災体制や防犯体
制の充実に努めます。

　また、誰もが安全で快適な市民生
活を過ごせるよう、道路、公園など
の都市基盤の整備や駅前周辺の環境
整備を推進するとともに、循環型社
会の実現に向け、市民の環境意識の
高揚に努め、ゴミの減量化や資源の
再利用、省エネルギー化などの取り
組みを推進します。
①　災害発生時等の迅速かつ的確な

情報伝達を行うため、移動系防災行
政無線のデジタル化に取り組みます。
また、防災訓練をはじめ防災意識の
啓発に取り組むとともに、消防ポン
プ車の更新を進め、地域の防災力の
向上に努めます。
②　循環型社会の形成に向け、「羽
曳野市一般廃棄物処理基本計画」に
基 づ き、Reduce（ リ デ ュ ー ス ）、 

第 1 は、「安全・安心、快適で住みやすいまち」づくりの推進です。
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Reuse（リユース）、Recycle（リサ
イクル）の３Ｒの取り組みを積極的
に推進するとともに、日用品の補修
や点検が体験でき、情報発信拠点と
なる（仮称）リサイクルプラザの実
施設計を行います。その整備にあた
っては、太陽光発電の導入をはじめ、
省エネルギー対策を徹底し、温室効
果ガスの排出の抑制等に配慮した施
設整備をめざします。
　また、「生ごみ処理機の購入助成制
度」については、利用者の意見を調
査し、その効果の検証に取り組みま
す。
③　本市の玄関口である古市駅周辺
については、「古市駅周辺まちづくり
構想」及び「バリアフリー基本構想」
に基づき、市民の交流活動を通じた
地域の賑わいを創出するため、古市
駅東側広場の整備や公共施設の統廃
合に取り組みます。また、誰もが安全・
安心、快適で、生き生きと活動でき
るよう、古市駅舎のエレベーター設
置などを促進するとともに、歩行者
専用通路を整備するなど、古市駅周
辺の一体的なバリアフリー化に努め
ます。
④　府営古市住宅建替えについては、
工事用進入路となるアクセス道路の
用地買収に着手するとともに、周辺

環境整備について大阪府と積極的に
協議を進め、早期実現に向けて取り
組みます。
　また、市営住宅については、地域
住宅計画に基づき、市営住宅ストッ
ク総合改善事業により耐震性の確保
をはじめ、安全で快適な住環境の改
善に努めます。
⑤　まちの骨格となる道路整備は、
本市にとって重要な課題であり、災
害時の広域防災拠点である八尾空港
へのアクセス道路となる都市計画道
路八尾富田林線の整備を促進し、事
業認可区間の早期完成をめざしま
す。また、府道郡戸大堀線について
は、大阪府とともに整備手法も含め、
調査研究に取り組み、道路拡幅や歩
道整備を促進します。さらに、道の
駅周辺の交通渋滞対策については、
大阪府と連携し、その解消に向けた
取り組みを積極的に進めます。なお、
市道郡戸古市線については、交通の
安全性の向上を図るため、バリアフ
リー化等を推進します。
⑥　防災機能も備えた地区公園であ
る峰塚公園については、公園北東部
モニュメントゾーンに、緑と歴史に
親しむ学習室を兼ね備えた管理棟を
整備し、市民の憩いとふれあいの場
を提供します。

⑦　水道事業では、安全で災害に強
い水道の構築をめざし、将来にわた
って安定した給水を確保するため、7
ヵ年継続の第 5 次水道施設整備事業
として、施設の更新や耐震化を進め
るとともに、周辺環境に配慮した整
備に努めます。主な事業としては、
石川浄水場から羽曳山配水場間の送
水管更新工事に着手するとともに、
石川浄水場施設更新のための実施設
計等を行います。
⑧　公共下水道事業では、経営の健
全化に努め、衛生的で快適な生活環
境の改善を図るため、汚水整備につ
いて、今池処理区 15 ｈａ、大井処
理区 2 ｈａの整備を推進し、整備率
76％をめざします。また、雨水整備
については、順次、浸水個所の整備
計画を策定し、水路網の再構築と機
能強化に努め、計画的な浸水対策を
進めます。

　高齢化の急速な進展やライフスタ
イルの変化などにより、市民の健康
への意識が高くなっており、乳幼児
から高齢者まで市民誰もが心身とも
に健康に市民生活が過ごせるよう、
その予防や健康づくりの充実を図り
ます。
　また、高齢者や障害者をはじめ、
市民一人ひとりが自立して地域社会
で生活を営むことができるよう、保
健・医療、福祉が有機的に連携した
施策の展開に取り組みます。

①　市民の健康づくりについては、
日頃からの適度な運動と正しい食生
活への啓発や、健康知識の醸成に努

めます。また、市民が健康づくりに
主体的に取り組めるよう、「ふれあい
健康まつり」と「はびきの健康フォ
ーラム」を健康づくりの発信の場と
して充実を図ります。
②　国民健康保険事業では、特定健
診・特定保健指導事業計画の中間年
度である平成 22 年度において、進
捗状況評価を実施します。さらに、
特定健診等の受診率、利用率の向上
を図るとともに、医療等関係機関及
び研究機関との連携により、生活習
慣病予防、疾病予防のための国保保
健事業を推進します。また、医療費
の動向の把握、保健事業の有効性及
び効果の評価など、総合的な医療費
分析を行うことにより、医療費の適
正化を図ります。
③　救急医療については、病院等関
係機関の協力も得て、小児救急医療
をはじめとする救急医療体制の向上
に取り組むとともに、休日急病診療
所の運営について、広域的な取り組
みも含めた検討を進めるなど、初期
救急医療の充実を図ります。
④　全国で自ら命を絶つ人が絶えな

い中、その防止に向けた啓発事業に
加え、保健師や相談員による相談支
援に取り組みます。
⑤　誰もが住み慣れた地域の中で、
いつまでも健康で安心して暮らせる
よう、地域社会で支えあい、助けあ
う地域福祉の充実をめざし、第 2 期
地域福祉計画を策定します。
⑥　第４期高年者いきいき計画に基
づき、介護保険事業の適正な運営を
行うとともに、老人保健施設や地域
密着型サービス等の基盤整備を促進
します。また、高齢者のための総合
的な相談と介護予防等の支援の充実
を図るとともに、徘徊高齢者の早期
発見及び身元不明の高齢者の早期確
認を行うため、南河内圏域市町村徘
徊高齢者ＳＯＳネットワークに参画
し、体制の充実を図ります。
⑦　障害のある方が自立した日常生
活や社会生活を営むことができるよ
う、障害福祉サービスの充実に努め
るとともに、障害者施策の基本とな
る障害者基本計画の見直し作業に着
手します。

第２は、「健康で生き生きと暮らせるやさしいまち」づくりの推進です。
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　少子化や核家族化の進展、さらに、
長引く景気低迷により、子どもを産
み、育てることに不安を抱かせ、子
どもを取り巻く環境に大きな影響を
与えていることから、子育て支援の
充実を図るとともに、子どもたちの
居場所づくりを推進します。
　また、子どもたちが安全で快適に
過ごせるよう、耐震化をはじめとす
る教育施設等の改修を推進するとと
もに、次代を担う子どもたちがたく
ましく生き抜くための「生きる力」
を育むため、教育環境の充実に取り
組みます。さらに、青少年の社会参
加、人との交流機会のさらなる充実
など、家庭、地域、学校園等と連携
して、子どもたちの健全な成長を育
む環境づくりを推進します。
①　「はびきのこども夢プラン」後期
計画に基づき、次代を担う子どもた
ちの健やかな成長を総合的に支援し
ます。
　また、地域の実情や市民ニーズを
踏まえ、高鷲保育園において、親の
就労形態の多様化などに対応する特
定保育事業を実施するとともに、駒
ヶ谷幼稚園においては、預かり保育
事業を開始します。さらに、少子化
における園児数の減少に伴い、子ど
もたちの入学や進学への不安感の解
消や特色ある学校園づくりを推進す
るため、他校園との交流を積極的に
行うことにより、教師をはじめ、子
どもたちの交流活動をさらに充実し
ます。

　また、次世代の社会を担う子ども
たちの成長を社会全体で応援するた
めに創設された子ども手当の円滑な
支給に努めます。
②　子どもたちに安全で良好な教育
環境を提供するため、小学校におい
て、高鷲小学校をはじめ 11 校、ま
た、中学校においては、羽曳野中学
校をはじめ３校の耐震補強工事を実
施するなど、学校教育施設の耐震化
対策について重点的に取り組みます。
さらに、教育環境の改善を図るため、
古市小学校の校舎増築工事を実施し
ます。
③　子どもの安全対策については、
今後とも学校、地域、各種団体と連
携し、児童の安全が確保できるシス
テムの再構築を図るとともに、学校
施設の防犯対策の強化、充実を図る
ため、全小学校に防犯用カメラを設
置します。
④　不登校の未然防止、不登校児童・
生徒への心理的ケア、さらに教職員
とともにサポート体制の強化を図る
ほっとスクール支援員派遣事業をは
じめ、多様な教育課題に対応するた
め、教員の資質の向上を図るスクー
ルフロンティア事業、スクールコー
ディネーター事業を継続的に実施す
ることにより、学校教育の充実に努
めます。また、放課後や週末等の子
どもたちの居場所づくりとして、地
域ボランティアを中心に、小学校で
実施している土曜子どもクラブや放

課後子ども教室、まなび舎 Kids 事
業等については、留守家庭児童会の
これまでの実績や課題を踏まえ、今
後のあり方について包括的に検討し
ます。さらに、現在 2 つの中学校で
実施しているまなび舎 Youth 事業に
ついては、学習習慣の定着や学力向
上を図るため、市内全中学校で実施
します。
　また、現在試験的に実施している
中学生の自学自習をサポートする「は
びきの中学生 study- Ｏ（ｽﾀﾃﾞｨｵ）」
事業については、その実績を踏まえ、
中学生の学力向上に向けて本格的な
実施に取り組みます。

⑤　自然体験や交流活動を促進する
ため、野外活動広場「ふれ愛広場」
において、市内在住の青少年等を対
象にふれ愛キャンプを開催するとと
もに、野外活動の多様なニーズに応
え、子どもから高齢者まで安心して
野外活動に参加できるよう、市立グ
レープヒルスポーツ公園の管理棟を
宿泊可能な施設として整備します。

　市民一人ひとりの人権が尊重され、
真に自由、平等で平和な社会の実現
に向け、より多くの市民参画のもと、
人権教育、人権啓発を推進するとと
もに、平和意識の高揚に取り組みま
す。
　また、性別や年齢に関わりなく、
自らの能力を発揮でき、より豊かな
人間性を育む生涯学習やスポーツ・
レクリエーション活動ができる環境
整備や仕組みづくりを進めます。
　さらに、地域資源を活かした魅力
あるまちづくりを推進し、市民や各
種団体、事業者との協働のもと、人
の交流と賑わいによる地域の活性化
を図ります。
①　すべての市民の基本的人権を尊
重し、人権に対する意識の向上を図

るため、「（仮称）羽曳野市人権施策
基本方針」の策定に向けて取り組む
とともに、人権に関する各種相談、
人権教育や人権啓発など人権擁護活
動を促進します。
②　オーストリア・ウィーン市 13
区ヒーツィングとの友好都市提携 15
周年を記念し、（仮称）ウィーン展を
開催するとともに、終戦 65 年を節
目として、戦争の悲惨さと平和の尊
さについて、さらに理解を深めても
らえるよう、平和展を充実して開催
します。
③　「読書のすすめ」を促進するた
め、昨年は中央図書館内に野球をは
じめ、スポーツ関係に特化した「ダ
ルビッシュ有文庫」を開設いたしま
した。現在、障害者にとって利用し

やすく、来訪者の憩いの場となる
よう、市役所正面玄関の再整備を
進めており、森の郵便局内に親子
がふれあえ、気軽に読み聞かせの
できる幼児・児童向けの子ども図
書コーナーの開設に取り組んでい
ます。また、ブックステーション
支所については、はびきのコロセ
アムに移転し、利用者の利便性や
読書環境の向上を図ります。今後

第３は、「次代を担う子どもを育むまち」づくりの推進です。

第４は、「魅力ある地域社会を拓く活力あるまち」づくりの推進です。
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とも、それぞれの施設の図書環境、
図書機能の充実に努め、市民の読書
活動を促進します。
④　健康ふれあいの郷グラウンド・
ゴルフ場については、既存のコー
スとは異なる特徴のある整備に向け
て、新たな 8 ホール（1 コース）の
実施設計を行い、子どもたちと高齢
者が交流できるような取り組みを進
めます。また、本市のスポーツ拠点

であるはびきのコロセアムについて
は、新たにシャワー室を設置し、利
用者の利便性や快適性のさらなる向
上に取り組みます。
⑤　地域の活性化と人の交流を図
るため、「駒ヶ谷駅周辺まちづくり
構想」に基づき、地域の活動の拠
点となる広場整備に取り組むととも
に、遊休農地の有効活用を検討し、
地域資源を活用する体制整備に努め
ます。また、農業後継者への支援や
広く新規就農の掘り起こしにつなが
る仕組みづくりに向けて取り組みま
す。
⑥　道の駅「しらとりの郷・羽曳野」
については、都市間交流や各種イベ
ントなどにも活用できる広場の整備
に取り組み、利用者の利便性の向上
を図るとともに、南河内地域の情報

発信基地として機能の充実に努めま
す。
⑦　歴史的資源を活かしたまちづく
りでは、百舌鳥・古市古墳群の世界
文化遺産登録に向け、類似資産との
比較研究などの課題整理と気運の醸
成に取り組むとともに、太子町と共
同で、「竹内街道」の魅力を活かし
た協働イベントを開催します。
⑧　雇用問題については、国の緊急
雇用対策を継続して活用し、失業者
等の雇用機会の創出に向けた取り組
みを進めるとともに、各種相談や情
報提供を行います。また、消費者相
談については、消費生活相談室を開
設し、相談活動の充実を図ります。

　まちづくりは、市民一人ひとりが
主役です。地域主権の実現に向け、
市民の自主的な参画を促進するとと
もに、市民活動を支援することによ
り、市民と行政の信頼関係によるパ
ートナーシップを築き、お互いの役
割と責任を明確にした上で、それぞ
れが「知恵と工夫」を出し合い、市
民と行政との協働によるまちづくり
を推進します。
　また、厳しい財政状況を踏まえ、
限られた財源の中で、より効果的・
効率的で市民ニーズに応じたサービ
スの提供ができるよう、施策の「選
択と集中」はもとより徹底した行財
政改革に取り組みます。
①　市民活動の拠点となる（仮称）
市民公益活動センターについては、
市民の活動がより充実できるよう、

（仮称）リサイクルプラザと一体的
に整備内容や仕組みづくりの検討を
加え、準備委員会とともに開設に向
けて取り組みます。
②　戸籍の電算化については、シス
テムの運用を開始し、戸籍謄本や附
票などの発行をはじめ、事務の迅速
化を図り、満足度の高い市民サービ
スの提供に努めます。

　 ま た、
地 上 波
デ ジ タ
ル 放 送
へ の 円
滑 な 移
行 に 向
けて、国

の動向を踏まえ、市民に正確かつ迅
速な情報提供を行うとともに、公共

施設におけるデジタル化や電波障害
等の対策に取り組みます。
③　行政サービスの電子化の進展に
より、個人情報をはじめとする情報
セキュリティの確保が重要となって
おり、情報セキュリティレベルの向
上を図るため、技術的なセキュリテ
ィ対策や職員の意識改革に努めます。
　さらに、個人情報の不正利用の防
止や不正請求を抑止するため、住民
票や戸籍謄本などについて、本人の
代理や第三者に交付した際に、その
事実を知らせる本人通知制度を実施
します。
　また、市民の安全・安心を確保す
るため、関係機関と連携し、公の施
設における暴力団の利益となる使用
を制限する仕組みづくりに努めます。
④　市税の新たな滞納の発生を防ぐ
ため、現年度分の自主納付を呼びか
ける民間委託による市税催告コール
センターを引き続き設置します。ま
た、不動産公売やインターネット公
売の実施による滞納処分の迅速化等
により、徴収率の向上を図ります。
⑤　新たな財政健全化計画に基づき、
効果的・効率的な行財政運営に取り
組むとともに、事務事業評価により
行政の透明性の確保や成果志向の行
政運営を推進し、市民サービスの向
上を図ります。
⑥　地方分権の推進については、住
民に最も近い基礎自治体として地域
の実情や市民ニーズに適した行政サ
ービスが提供できるよう、国や大阪
府に権限と財源の移譲を働きかける
とともに、近隣市町村をはじめとす
る他の自治体との広域行政や広域連

携事業の充実を図ります。また今年
度は、これまで大阪府で実施してき
た 23 事務の権限移譲を進めます。
　以上、平成 22 年度施政方針を申
し述べました。本方針に基づき、今
定例会に提案させていただいていま
す「平成 22 年度当初予算案」をは
じめ、各議案につきまして、ご審議
の程よろしくお願い申し上げます。
　本市は、昨年 1 月に市制施行 50
周年を迎え、これを契機に、さらな
る羽曳野の飛躍に向け、「次代のはび
きのづくり」に取り組んでいるとこ
ろでございます。
　今後とも、市民の皆様と協働で、
子どもから高齢者の方まで「羽曳野
に住んでよかった、今後も住み続け
たい」と感じていただけるよう、「ふ
るさと羽曳野」づくりに向けて、あ
らゆる努力を積み重ねてまいりたい
と存じます。
　景気や国政が不安定、不確かな状
況で、先が見えないこの時代にあっ
て、我々地方自治体の置かれる立場
は、さらに厳しいものとなっており
ますが、「はびきのからまちを変え
る」、「今よりもさらにもう一歩前進
させる」という意気込みで、「元気な
はびきの」、「笑顔のはびきの」、「誇
れるはびきの」の実現に向け、邁進
してまいる所存です。
　今後とも、市政運営に全力を傾注
して取り組んでまいりたいと存じま
すので、どうか議員並びに市民の皆
様におかれましては、より一層のご
理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

第５は、「信頼に基づく市民とともにつくるまち」づくりの推進です。
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近鉄南大阪線至古市 至吉野
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駐輪場

　４月 1 日（木）より、近鉄南大阪線駒ヶ谷駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しました。
　この指定された区域内に放置されている自転車等は保管所へ撤去・移動しますので、自転車等の駐輪場をご利用ください。
　（自転車等とは、自転車の他に原動機付自転車を指します。）
　                                                                                                          問合せ　道路課交通対策担当（内線 2241）

近鉄南大阪線駒ヶ谷駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定します。

072-952-1146 埴生撤去自転車置場

また、この期間中に下記の催しを開催します。
○平成 22 年「春の交通安全市民大会」の開催
　来る 4 月 7 日㈬午後２時からはびきのコロセアムにおいて
開催いたします。
　当日は、羽曳野市をはじめ、藤井寺市・羽曳野警察署ならび
に交通安全協会等、多数の関係団体の参加に加え、「交通事故
ゼロ運動」で優秀な成績を収められました市内小学校と地域に
対して表彰を執り行うとともに、今年はオール阪神による「ミ
ニトークショー」や峰塚中学校吹奏楽部およびバトン部による

「ふれあい演奏会」を行う予定です。
　また、これを機会として、市民が【安心・安全・快適】に暮
らせる街づくりの実現に向けてより深く、「交通安全」の大切
さを認識し、皆さんと共に啓発していきましょう。
○平成 22 年「交通安全街頭キャンペーン」の実施
　羽曳野市では、交通安全を呼びかける街頭キャンペーンを『春

平成 22 年　 春の全国交通安全運動
4 月 6 日（火）～ 4 月 15 日（木）

の全国交通安全運動』期間中の４月９日㈮に近鉄恵我ノ荘
駅前と恵我之荘小学校および恵我之荘幼稚園で行います。
　当日は、羽曳野市長、羽曳野警察署長をはじめ大勢の方々
の参加のもと、「交通ルールの徹底」と「交通マナー」の
向上を呼びかける予定です。
○もっとひろメットキャンペーンについて
　昨年（平成 21 年 6 月）の道路交通法の改正により、自
転車乗用時における児童や幼児に対するヘルメット着用の
努力義務が施行されました。
　これは、児童や幼児が自転車運転中、または保護者と同
乗中に転倒し、特に頭部にケガを負うケースが多発したた
めです。
　児童や幼児が自転車に乗る際にはヘルメットを必ず着用
しましょう。

羽曳野重点
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　この度、府道 郡戸大堀線の暫定整備として『 恵我
ノ荘駅前オープンスペース』 が 4 月 1 日より供用開
始いたします。【 整備面積 A=516 ｍ 2 】　開放感を
感じられる広場として、また明るく立ち寄りたい街
かどとして、そして歩行者が安全に恵我ノ荘駅へ向
かう自由通路としてご活用ください。
※尚、この場所は駐輪禁止区域になります。

　 『 羽曳が丘西 34 号線 』 が 4 月 1 日より供用開始となります。
【 延長 L = 277 ｍ、幅員 W = 17m 】
　また、供用開始に伴い、北側交差点の安全な交通を確保するた
め、一部 『 一方通行 』 規制を実施することとなりましたのであ
わせてお知らせいたします。

恵我之荘駅前オープンスペース 供用開始 市道 羽曳が丘西 34 号線 供用開始

問合せ ： 羽曳野市 道路課 ℡ 072-958-1111（内線 2224）

平成 22 年度前期講座 受講生 追加募集
４月よりスタートする講座で、受講生を追加募集しています。

【 追 加 募 集 講 座 】
　講座①刑事裁判と裁判員制度
　　　　日曜日 10：30 ～ 12：00　　受講料／ 6,000 円 ( 全 12 回 )
　講座③大河ドラマ「龍馬伝」を楽しむための講座
　　　　日曜日 15：00 ～ 16：30　　受講料／ 6,000 円 ( 全 12 回 )
　講座⑦村上春樹を読み解く
　　　　土曜日 10：30 ～ 12：00　　受講料／ 6,000 円 ( 全 12 回 )
　講座⑧自分旅を創るための講座 ( 韓国編 )
　　　　土曜日 13：00 ～ 14：30　　受講料／ 6,000 円 ( 全 12 回 )
　講座⑨私のみた日本の社会と文化　
　　　　土曜日 15：00 ～ 16：30　　受講料／ 3,000 円 ( 全 6 回 )
　講座⑩大阪の言葉と歴史　＜イブニングスクール＞
　　　　木曜日 19：20 ～ 20：50　　受講料／ 3,000 円 ( 全 6 回 )
※先着順のため、定員になりしだい締め切ります。

申込期限：４月１６日 ( 金 )
申込方法：電話・ＦＡＸ・メール
　　　　　もしくは、はびきの市民大学
　　　　　事務室でお申込みください。
必要事項：氏名 ( よみがな )、年齢
　　　　　郵便番号、住所、電話番号、
　　　　　受講希望講座名
申込み先：はびきの市民大学
　　　　　( 業務受託者：株式会社みのりの里 )
〒 583-0854
羽曳野市軽里 1-1-1 LIC はびきの内
TEL 072-950-5503 / FAX 072-950-5650
Mail:shimindaigaku@minorinosato.com

日　時：４月１７日 ( 土 )　１４：００～１６：００
※スプリングコンサートは、はびきの市民大学 入学式 終了後に行います。
場　所：LIC はびきの １階 ホールＭ

【コンサート】
スプリングコンサート～歌の宝石箱～
入　場：無　料（子ども可）
出　演：大阪芸術大学 学部生・院生
Sop: 木佐麻友子・西田智香子
Ms: 星由佳子
Bar: 橋田洸平
Pf: 小山咲恵・谷岡敦子　　他８人

入学式＆スプリングコンサート

＊曲　目＊ < 公演時間 約 70 分 >
成田為三：浜辺の歌　　／　　山田耕作：からたちの花
G. ﾌﾟｯﾁｰﾆ：歌劇「ﾗ ･ ﾎﾞｴｰﾑ」ﾑｾﾞｯﾀのｱﾘｱ“私が街を歩けば”
C. ｸﾞﾘｰ：歌劇「ﾌｧｳｽﾄ」ﾏﾙｸﾞﾘｰﾄのｱﾘｱ　
G. ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ：歌劇「ﾘｺﾞﾚｯﾄ」四重唱“いつかあなたに会った時から…”他

【問合せ先】はびきの市民大学 ( 業務受託者：株式会社みのりの里 )
TEL:072-950-5503  FAX:072-950-5650
Mail:shimindaigaku@minorinosato.com
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｢ 公の施設 ｣ の指定管理者を指定しました
　市では、平成 18 年 4 月から、公の施設を適正に管理しながら、民間企業などのノウハウを活用し、住民サービスの
向上と経費の削減などを図るため、指定管理者制度を導入しています。
　今回、指定管理者制度を導入している全施設の指定期間が平成 22 年 3 月 31 日で満了することから、平成 21 年第
4 回定例市議会での議決を得て、以下のとおり指定管理者を指定しました。今後もより多くの方々に利用していただけ
るよう、指定管理者と協力しながら、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

■問い合わせ　総務部行財政改革推進室（内線 3580）

施設名 指定管理者 指定期間
高年生きがいサロン１号館 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで
高年生きがいサロン２号館 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
高年生きがいサロン３号館 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
高年生きがいサロン５号館 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
高年生きがいサロン６号館 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
羽曳が丘コミュニティセンター 財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
丹比コミュニティセンター 財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで　
東部コミュニティセンター 財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
古市集会所

財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
市民会館
市民体育館

財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで　
グレープヒルスポーツ公園
テニスコート

（駒ヶ谷・市民体育館屋外）
市民プール
総合スポーツセンター 財団法人羽曳野市施設管理公社 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで　
生活文化情報センター 株式会社みのりの里 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで　
向野共同浴場 向野町会 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
南食ミートセンター 南大阪食肉卸商業協同組合 平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

※生活機能評価（介護予防のための健診）が始まります！

実施期間：平成 22 年 5 月 10 日～平成 23 年 3 月 31 日
実施医療機関： 特定健診を実施している羽曳野市医療機関

および藤井寺市医療機関
　　　　　　　（医療機関名は来月広報をご参照ください。）

生活機能評価とは 65 歳以上の方が要支援または要介護状態に
ならないように、筋力低下や低栄養といった加齢に伴う生活
機能の低下をいち早く発見するための健診です。羽曳野市国
民健康保険や後期高齢者医療制度および社会保険等に加入し
ている 65 歳以上の方（羽曳野市介護保険第 1 号被保険者）で、
要支援および要介護認定を受けていない方は、特定健診等と

あわせて生活機能評価が受診できます。生活機能評価は 5 月 10
日より開始します。原則、各保険者による特定健診等と同時で
の受診となりますので、希望される方は下記実施期間に受診す
ることをおすすめします。
( ※要支援および要介護認定を受けている方は生活機能評価を受診できません )

問い合わせ　高年介護課地域包括支援室　内 1360・1391

※ 受診される際は必ず羽曳野市介護保険被保険者証
を持参してください。

高年介護課からのお知らせ
65 歳以上の方の介護保険料（仮算定）について
　65 歳以上の方（第１号被保険者）の平成 22 年度の介
護保険料額は、保険料の額の算定基礎となる平成 22 年度
住民税の課税・非課税の別や合計所得金額が確定するまで
は、仮算定保険料として次のように取り扱います。
　平成 22 年度の一年間の保険料の決定と納付方法（特別
徴収及び普通徴収）については、７月上旬にご案内します。
納付書や口座振替（普通徴収）で納めている方
　一年間の保険料を決定するまでの平成 22 年４〜６月の
保険料は、［仮算定保険料］として、平成 21 年度の所得
段階区分により算定した保険料の１カ月分を３回納めて
いただく納入通知書を４月上旬に送付します。
　７月以降の保険料は、平成 22 年度の保険料を決定した
上で、年間保険料額から仮算定保険料を差し引いた金額を
９回割りした額をご案内します。
年金天引き（特別徴収）で納めている方
　平成22年４月・６月・８月の年金から特別徴収する額は、
平成 22 年２月に特別徴収した額と同額を［仮徴収］とし

て天引きします。年度当初の平成 22 年４月に仮徴収額の
ご案内はしませんのでご了承ください。
　平成 22 年 10 月、12 月および平成 23 年２月の各月
から特別徴収する額は、平成 22 年７月に決定する年間保
険料から仮徴収合計額を差し引いた額を３回割りした額

（100 円未満の端数金額は 10 月で調整）となります。
　＊平成 21 年度保険料の仮算定額（４月・６月・８月）
と本算定額（10 月・12 月・2 月）の天引き額とに大幅な
差がある場合は保険料の平準化を図るため平成 22 年度の
6 月分、８月分について調整する場合があります。調整す
る場合にはあらためてご案内します。
年金天引き（特別徴収）の開始月について
　年金天引きによる特別徴収の開始月については、４月・
６月・８月・10 月の４回となります。対象となる方には、
開始月前にお知らせします。
　65 歳になられたり転入等により、新たに羽曳野市の介
護保険の資格を得られた方は、その月から６カ月以降の上
記開始月から天引きが始まります。
　　　　　　　　　　　　　（高年介護課　内線 1370）
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【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】
※平成 22 年度から保険料率が変わります

大阪府の平成 22・23 年度の保険料率について

※この保険料率は、現在開会している第 174 回国会（常会）
において上程予定である「医療保険制度の安定的運営を図
るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が可
決されること並びに大阪府議会平成 22 年 2 月定例会におい
て提出予定である「大阪府後期高齢者医療財政安定化基金
条例の一部を改正する条例案」および「平成 22 年度大阪府
一般会計予算案」が可決されることを前提にしております。

保険料の軽減について
１． 世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額

（49,036 円）が軽減されます。
（１） 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額

等が、「基礎控除額 33 万円」以下の方は、8.5 割軽減
され、7,355 円となります。

（２） （１）の世帯に属する被保険者であり、かつ、当該世帯
の被保険者全員が年金収入 80 万円以下（その他各種所
得が 0 円）の方は、」9 割軽減され、4,903 円となります。

２．所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる被
保険者の所得が 58 万円以下（年金収入のみの場合は、その
収入が 211 万円以下）の方については、所得割額が 5 割軽
減されます。

大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成 22 年度から保険料率が変わります。
平成 22 年 2 月の広域連合議会で審議され、平成 22・23 年度の保険料率が決定されました。

＝ +
保険料

（年額）
（限度額５０万円）

被保険者
均等割額

被保険者１人当たり
４９，０３６円

所得割額
被保険者の所得

×所得割率
９．３４％

※被保険者の所得は、「所得額－ 33 万円（基礎控除額）」
となります。
年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、

「年金収入額－120万円（公的年金等控除額）－33万円（基
礎控除額）」となります。なお、マイナスの場合は０円です。

（遺族年金等の非課税年金は上記の年金収入額には含みま
せん。）

（３） 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金
額等が、「基礎控除額 33 万円＋ 24.5 万円×被保
険者の数（被保険者である世帯主を除く）」以下の
方は、5 割軽減され、24,518 円となります。

（４） 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金
額等が、「基礎控除額 33 万円＋ 35 万円×被保険
者の数」以下の方は、2 割軽減され、39,228 円と
なります。

３．後期高齢者医療制度に加入する前日において、会
社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であっ
た方については、当分の間、所得割額は課されず、被
保険者均等割額が 9 割軽減されます。

所得の判定区分 軽減割合 軽減後の被保険者
均等割額（年額）

世帯（同一世帯
内の被保険者と
世帯主）の総所

得金額等

基礎控除額（33
万円）まで

当該世帯の被保険者全員の各所得（ただし、
公的年金等控除額は 80 万円として計算する）

０円 ９割 4,903 円
０円でない ８．５割 7,355 円

【基礎控除額（33 万円）＋ 24.5 万円×被保険者数（被保険者である世帯主を除く）】まで ５割 24,518 円
【基礎控除額（３３万円）＋３５万円×被保険者の数】まで ２割 39,228 円

―お問い合わせ―
　◎制度全般に関すること　　　大阪府後期高齢者医療広域連合　事務局

◎保険料の納付、その他各種届出に関すること　　　羽曳野市　保険年金課　072-958-1111

おもな業務内容 担当 電話番号
保険料、被保険者資格、被保険者証等に関すること 資格管理課 06-4790-2028
給付事務、保健事業 ( 健康診査 )、医療費通知、レセプト点検に関すること 給　付　課 06-4790-2031
事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴に関すること 総務企画課 06-4790-2029

１．支給対象者
　後期高齢者医療被保険者で、平成 22 年 4 月 1 日以
降に人間ドックを受診された方
　 ※ただし、支給されるのは、同じ年度で１回だけです。

また、人間ドックを受診された場合は、健康診査を受
ける必要はありません。

２．支給を受けるには
　 受診された人間ドックの「領収書」と「検査結果通知

※人間ドック費用の一部助成事業のお知らせ
　大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成 22 年度か
ら被保険者を対象に、人間ドック受診にかかる費用の一
部を助成する事業をはじめます。

　　大阪府後期高齢者医療広域連合　給付課☎ 06-4790-2031
　　〒 540-0028　大阪市中央区常盤町１丁目３番８号　
                             中央大通ＦＮビル８階
　　もしくは　　羽曳野市役所　保険年金課☎ 072-958-1111

　助成を受けるには、人間ドック費用全額を一旦負担して
いただき、その後、市町村窓口に申請していただくことで、
後日、支給が受けられます。

書」を持参していただき、市役所（保険年金課）窓口に
申請する必要があります。支給については、口座振込に
よって行います。

３．申請時期の注意事項
　 申請の受付は、平成 22 年４月１日からとなります。申

請されるまでの間、領収書等を大切に保管願います。
４．支給金額
　26,000 円を限度に支給します。

お問い合わせ
※一部助成事業の対象となる人間ドックとは
各種計測・血液検査・胸部 X 線・上部消化管 X 線・
腹部エコー・心電図等を含む基本検査です。脳ド
ック等、基本検査を含まないドックのみを受診さ
れた場合は助成の対象となりません。
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実　施　日 時　　間 会　　　　場 時　　間 会　　　　場

4 月 6 日
（火）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 10:50

碓井４丁目公園（西名阪高架下）
王水町会館前

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 14:50
15:10 ～ 15:40

西浦１丁目公園 ( ローレルコート横）
市水道局石川浄水場入口
白鳥神社（市立古市図書館横）

4 月 7 日
（水）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 11:20

陵南の森公民館
島泉集会所前

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 15:20

西川公園
羽曳野市支所裏

4 月 8 日
（木）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 11:10

飛鳥出荷場
杜本神社南側

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 15:10

石川右岸河川敷（新大黒橋北）
石川プラザ第２駐車場

4 月 9 日
（金）

  9:30 ～ 10:20
10:40 ～ 11:10

大津神社
高之羽公園（高鷲 3 丁目）

13:30 ～ 14:10
14:30 ～ 15:00
15:20 ～ 15:50

むつみの集会所公園
東除公園
めぐみ公園（しなづせせらぎの道）

4 月 12 日
（月）

  9:30 ～ 10:20
10:40 ～ 11:10

広瀬神社
東阪田公園

13:30 ～ 13:50
14:10 ～ 14:40
15:00 ～ 15:30

尺度公民館前
羽曳が丘 10 丁目公園
河原城会館前

4 月 13 日
（火）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 10:50

野々上府営住宅集会所東側公園
ＪＡ大阪南埴生支店前

13:30 ～ 14:20
14:40 ～ 15:30

丹治はやプラザ駐車場
郡戸共栄公園

4 月 14 日
（水）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 11:10

城山会館前
西浦公民館前

13:30 ～ 14:00
14:20 ～ 15:20

市民体育館前
羽曳が丘南公園（7 丁目）

4 月 15 日
（木）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 10:50

野々上公民館前
伊賀田鶴団地集会所前

13:30 ～ 14:20
14:40 ～ 15:30

羽曳山上印公園
桃山台 1 号公園

4 月 16 日
（金）

  9:30 ～ 10:00
10:20 ～ 10:50

市立白鳥児童館運動広場
羽曳が丘ネオポリス広場

13:30 ～ 14:30
14:50 ～ 15:50

羽曳が丘中公園（3 丁目）
羽曳が丘西中公園（西 3 丁目）

4 月 17 日
（土）

14:30 ～ 15:30 市役所本庁（議会棟駐車場）

※市のウェブサイトでは、各会場周辺の地図が確認出来ます。
◎料金は　３，２００円です。（内訳：狂犬病予防注射料 2,650 円、注射済票交付手数料 550 円）
◎つり銭が要らないようご協力をお願いします。
◎新しく犬を飼い始めた場合は、別途登録（登録料 3,000 円）が必要となります。
◎飼犬が死亡したり、他人に譲るなど変更があった場合は、注射会場または電話で環境衛生課までご連絡ください。

犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により年 1 回注射を受けさせる義務があります。
下記のとおり集合注射を実施しますので、最寄りの注射会場で受けてください。
※雨天の場合は中止することがあります。
※環境衛生課より送付した封筒内の書類は切り離さずにご持参ください。
※普段おとなしい犬でも注射時には興奮しますので、必ず首輪や口輪等をつけてください。
※妊娠、下痢、食欲不振など飼犬に異常を感じる時は、注射をする前に必ず獣医師に申し出てください。
　　（健康な犬でも数万頭に一頭の割合でショックにより死亡するケースがあります。万一の場合、市は責任を負えません）
※健康状態や制御出来ない等により、獣医師が接種不可能と判断した場合は、後日かかりつけの動物病院で接種してください。

平成２2 年度　狂犬病予防注射および飼犬登録実施日程表

狂犬病予防注射と飼犬の登録について

◎問合せ先：羽曳野市生活環境部環境衛生課（☎９５８－１１１１）
( ラスカル動物病院では飼い犬の登録および注射済票の発行は行っておりません）

ガイ動物病院　 恵我之荘 4-4-18 ☎ 953-1075 グランママ動物病院 野々上 2-24-4 ☎ 952-3033

こかわ動物病院 南恵我之荘 2-9-3 ☎ 938-8877 トム・ソーヤー動物病院 羽曳が丘 3-2-1 ☎ 956-5880

畠山獣医科診療所 古市 6-18-4 ☎ 956-9211 羽曳野動物病院 島泉 9-21-3 ☎ 955-9377

福田獣医科クリニック 誉田 3-13-3 ☎ 958-8181 古市動物病院 軽里 3-3-25 ☎ 958-1263

山村獣医科医院 軽里 3-3-4 ☎ 958-3194 ラスカル動物病院 軽里 1-4-7 ☎ 957-2160

引越しをされるときはお早めにご連絡を！ 水道局からの
お　願　い☆ 連絡先

平　日　午前 9 時〜午後 5 時 30 分
　　　　羽曳野市水道局　 　　　☎ 958-1111
　　　　水道料金お客様センター ☎ 957-7770
土・日　午前 9 時〜午後 5 時
　　　　国民の祝祭日と年末年始 (12 月 30 日〜 1 月 4
　　　　日 ) は休業いたします。
　　　　水道料金お客様センター ☎ 957-7770
水道局ウェブサイト
　　　　 http://www.city.habikino.osaka.jp/info/057

・ 水道の使用を中止されるとき
   引越しにより水道の使用を中止されるときは、料金の精算
に伺いますので引越しの 2 〜 3 日前までには必ずご連絡
をお願いします。ご連絡がない場合は、引き続いて料金が
かかりますのでご注意ください。

・新しく水道を使用されるとき
　 水道を使用される 2 〜 3 日前までには必ず使用開始のご

連絡をお願いします。

お支払いは便利な口座振替を
直接、預金通帳とお届けの印かんを持参の上、郵便局もし
くは局指定の金融機関で手続きをお願いします。 3 月号広報で「平成 21 年度水質検査計画」は「平成 22 年度水質検

査計画」の誤りでした。お詫び申し上げ訂正いたします。
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教えて！消費生活教えて！消費生活

Ｑ １：訪問販売で、健康食品の購入を勧められ、断りきれ
ずに１年分の契約をしてしまった。

Ｑ ２：訪問販売で、１年前に買った浄水器の点検にきた業
者から「水道水が汚れている」と言われ、新たに別の浄
水器を契約させられた。

A: 二つの事例は、ともに過量販売の事例です。
過量販売とは、通常必要とされる量を著しく超える分量の
商品等を販売する場合です。
　過量販売には、二つのパターンがあり、Ｑ 1 のように一
回の販売量が過量である場合と、Ｑ 2 のように過去に購入
の実績があり、新たに販売行為で過量になる場合とがあり
ます。
　平成 21 年 12 月 1 日に施行された、改正特定商取引法
では、どちらの過量販売でも、特別な事情の場合を除き、
契約後１年間は解約できるようになりました。
　どれ位が過量になるかの具体的な基準は定められていま
せんが、業界団体の日本訪問販売協会の「通常、過量には
当たらないと考えられる分量の目安」が参考になります。
　健康食品の場合は、１年間の購入量として 10 カ月分、
浄水器は１世帯につき１台となっています。改正法が適用
されるのは、施行後に結ばれた契約です。
　詳しくは、ご相談ください。
　　　　
消費生活相談
毎週月・水・金曜日　午前 10 時～午後 3 時（水曜日は午
後２時まで）　　　要電話予約　産業振興課　内線 2780

　婦人会では、年一回の日帰り旅行をするのですが、
今年度は、婦人団体協議会の方で、50 周年記念式典
を行われましたので、私たち東大塚支部も、半世紀を
振り返り、たくさんの先輩方、またお世話になった会
員さんを思い出し、昭和 35 年から今日までの活動の
変化を一つの冊子にして残すことができればと思い、
昨年９月から、役員はじめ会員で、一生懸命準備をし
てきました。そして、平成 22 年２月 7 日に、50 周
年式典と町会のカラオケ大会で、東大塚の舞台が始ま
りました。式典には、婦人団体協議会、高鷲婦人会各
会長、市長、市議会議員、区長、町会相談役さんらも
ご参列いただき、朝 10 時からの開会式には、公民館
は満員の参加者でした。２部のカラオケ大会には、プ
ロの音響技師に入ってもらい、57 人の歌声に、町会
の皆さんも顔をほころばせ、最後まで帰る人もなく、
笑顔の町会でした。
　私は、地域の活性化の源だと思いました。

高鷲婦人会
　東大塚支部
　東原恵美子

婦人会活動半世紀を振り返る

ギャラリーはびきの

ギャラリーはびきの

書道アート展    
四季のよろこびとスポーツのココロ 書と絵と言葉 -「感字アート」

　菅野先生は、羽曳野市在住 38 年、20
歳の頃より大阪市内でデザイナーそして
書道を生かした表現を続けながら、各地
で個展や講座をしておられます。
　「文字本来の中に意味が
あり筆文字でさらに表情、
そして絵・メッセージを
添えることで 携帯電話や
パソコンのメールなどの
情報機器にもまさる〝書〟
のあたたかみが心伝わる
作品や笑顔の届く絵手紙
となります。」と言われて
います。
　小学校の講座・絵手紙教室のいろんな
人達との交流の中で あたりまえに思える
自然のいのちの大切さを学び共に感じ伝
えてゆきたいとの思いを持って取り組ま
れています。 
　また、健康・仲間づくりのスポーツ活
動の中から生まれる ココロのメッセージ

おしゃべりサロン
展示を記念して、先生による作品の解
説と、実際に「感字アート」の製作体
験をしていただきます。ご希望の方は、
電話もしくはファクス（氏名・住所・
連絡先・参加人数）でお申し込みくだ
さい。
日時：4 月 10 日㈯午後 1 時 30 分から
　　　5 月 21 日㈮午後 1 時 30 分から
　　　6 月 12 日㈯午後 1 時 30 分から
場所：ギャラリー展示室内
参加費：150 円（実費）
定員： 各 10 人程度（先着順で、定員に

なりしだい締切）
市民協働ふれあい課
Tel　072-958-1111（内線 1070）
Fax　072-958-0397

をユニホーム・T シャツ等にも筆
文字の魅力で表現していただいて
おります。
　この展覧会から、一文字一文字

に、先生の思いがあ
ふれるほどに込めら
れた筆文字や絵手紙
の楽しさを、日々の
暮らしの中で感じ、
そして役立てて頂け
ればうれしく思いま
す。

場所： 市役所東玄関横　ギャラリ
ーはびきの（ギャラリー展
示室）

期間： 平 成 22 年 4 月 10 日 〜 6
月20日（日）まで【入館無料】

開館： 午前９時から午後５時。土、
日も開館。

　　　（ただし、祝日は休館）
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10：00～11：30

10：00～12：00

17日㈯

23日㈯

7日㈬

13：00～15：30

5日㈪

15日㈮

10：30～11：30

7月1日㈬

絵本のへや＜絵本・紙芝居＞

10：00～16：00

24日㈬

21日㈬

10：00～11：00

15：30～16：30

「第12回 クリスマスお楽しみ会」 
・こどもたちによる楽器演奏やペープサート
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　
などお楽しみいっぱい！みんな遊びにきてね！

*お知らせ*　12月30日～1月4日まで休館日です。

６月
19日㈪

毎週土曜日

10：30～11：30

9：30～11：00

31日㈯

14：00～16：00

＜自由教室＞プラバン
だれでも参加できます。みんなで作りに来てね！

9：30～11：30

10：00～16：00

10：30～12：00

「第10回児童館まつり」　6月7日（土）　13時～15時30分  
場所・・・児童館ひろば(雨天決行)　みんなあそびに来てね！

＜トライルーム＞ころがるかざぐるま作り
1～3年生対象 定員先着15人
申し込み受付 4/10～4/16 （電話のみ）

14：30～16：30

＜チャレンジルーム＞時間割表入れ
4～6年生対象 定員先着15人
申し込み受付 4/10～4/16 （電話のみ）

『絵本のへやフェスティバル』
保護者による手作りの大型ペープサート、パ
ネルシアター、スポンジシアターなどができ
ました。楽しいお話しや手遊びがいっぱい！
みんな来てね！

9：30～11：30

19日㈪ 10：30～11：30

お茶の練習(1回目)

お茶の練習(3回目)

＜自由教室＞おもしろ年賀状
みんな作りに来てね！

10：00～16：00

14：00～15：00

＜健康スポーツ＞グラウンド・ゴルフであそぼう （雨天中止）
児童館のひろばでします。みんなおいで～！
※お茶を持ってきてください。

26日㈪

＜体験教室＞グラスリッツェン （1回目）
材料費：100円 （当日持参）
ガラスのお皿に模様を描きます。
4、5月の2回コースです。どちらも参加できる方
（2回目の日時は、1回目にお知らせします)
5、6年生対象 定員先着10人
申し込み受付 4/17～4/23 （電話のみ）

＜健康スポーツ＞卓球であそぼう
誰でも自由にあそべるよ～！

「新春こま回し大会」
みんなでこまを回して遊ぼう！手のせ、つな
わたりにちょうせんしてみよう！

＜わくわく子育てひろば＞ 
みんなであそぼう
こいのぼりを作ります。みんな来てね！

＜健康スポーツ＞
グラウンド・ゴルフであそぼう （雨天中止）
児童館のひろばでします。みんなおいで～！
※お茶を持ってきてください。

★4月の主な行事予定

絵本のへや　
ふく話じゅつ師さんがやって来るよ！
みんな来てね！

絵本のへや　＜おはなし1.2.3＞

24日㈯

9：30～12：00

＜伝承あそび＞
将棋であそぼう  はじめての人もおいで～！

将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

第3回　春休みお楽しみ会
マリオネット鑑賞とビンゴゲームをします。
あそびに来てね！

●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●利用対象
●月～土曜

●申込受付

翠鳥園2-9-101　ＴＥＬ，ＦＡＸ 957-4900
９時～１７時３０分
日曜・祝日、１２月３０日～１月４日
小学生と保護者同伴の３歳以上の幼児
健康スポーツ・レクリエーション（室内・外）
を行っています。
電話での受付は、申込み日の朝９時からです。

Ｍｙとう芸にチャレンジ

読んでみませんか？読んでみませんか？ ～新刊案内～～新刊案内～

4月  4日㈰　陵南の森図書館　　　15時
4月11日㈰　陵南の森図書館   11時（赤ちゃんから）
4月13日㈫　丹比図書館　　　　　10時
4月14日㈬　東部図書館　　　10時30分
4月17日㈯　陵南の森図書館　　　15時
4月18日㈰　陵南の森図書館　　　
　11時（赤ちゃんから）、11時３０分（少し長いおはなしを聞ける子向き）
4月24日㈯　丹比図書館　　　10時30分
4月24日㈯　羽曳が丘図書館　　　15時
4月25日㈰　陵南の森図書館　　　15時
4月4日、11日、18日、25日の各日曜日
　　　　　　中央図書館　　各15時

お は な し 会お は な し 会

昭和１７年、南方
への命がけの渡
航、束の間の逢瀬、
修羅の夜…。愛と
文学に生きた作
家・林芙美子の秘
められた恋を描
く長編小説です。

                     桐野　夏生／著　　新潮社

                     　瀧村　有子／作
ふじた　ひおこ／絵　ＰＨＰ研究所
　
 

何とかなるさ！
　
 山崎　直子／著　サンマーク出版

てのひら
      

ナニカアル

11月30日㈰

2010年春、スペ
ースシャトル「ディ
スカバリー」号に
乗って、ママは宇
宙に行ってきま
す！　妻であり母
である若き宇宙飛
行士の半生の記録。

カップ入りのポッ
プコーンはだいた
い何つぶ？　ネコ
の毛はだいたい何
本？数え切れな
いものの数を推計
するさまざまな方
法がわかる、楽し
い絵本です。

幼稚園になじめ
ず、お友だちとも
遊べないゆみち
ゃんのために、お
母さんが考えた
「元気になるおま
じない」。それは、
手のひらに描か
れた笑顔のマー
クでした。

だいたいいくつ？

※図書館は日曜・祝日も通常どおり開館しています。

年末年始の休館日年末年始の休館日

12月30日㈬・1月4日㈪

今月の休館日今月の休館日

※12月16日から29日までの期間中は、おひとり
10冊・３週間まで借りていただけます。（ＣＤ・ビデオ
は本とは別に１点ずつ・３週間の貸出となります）

2月28日㈰

今月の休館日今月の休館日

青少年センター図書室が６月４日オープンします
休館中の古市図書館の代替施設として、６月４日（水）より
青少年センター図書室がオープンします。
児童書約１万５千冊を所蔵しており、他の図書館資料のお取
り寄せもできますので、どうぞご利用ください。
開館時間　１０：００～１７：００
休館日　　月・火曜日　毎月末日

ブックステーション支所　☎937-7210(火・木・金曜日　13時30分～16時30分）　　ブックステーション野々上東　☎950-5501（月・水・金曜日　13時30分～16時30分）
ブックステーション青少年児童センター　☎952-0032（月～土曜日　9時～17時）　　青少年センター図書室　☎958-0050（水～日曜日　10時～17時）

秋の読書講演会
テーマ　「子どもの成長と学校図書館」
講　師　竹内悊（たけうちさとる）氏（日本図書館協会顧問）
日　時　11月14日（金）午後1時30分～3時30分
場　所　Ｌｉｃはびきの視聴覚室
定　員　70人（先着順）
　　参加される方は中央図書館までお申し込みください。
　　（電話可☎950-5501）

※12/16～29の期間中は、1人10冊・3週間の貸出
となります。
（ＣＤ・ビデオは図書とは別に1人各1点です）

クリスマス会
12/20㈯　午後２時～　丹治はやプラザ
12/21㈰　午後３時～　中央図書館
歌とおはなしがいっぱいの、図書館のクリスマ会。
サンタさんも登場予定です

4月30日㈮

　　ブルース・ゴールドストーン／作
まつむら　ゆりこ／訳　福音館書店

新春・こどもかるた大会新春・こどもかるた大会ブックステーション支所の移転にともなう休館
のお知らせ
ブックステーション支所は、４月20日㈫より、は
びきのコロセアム１階キッズルームに移転する
ことになりました。移転にともなう準備作業のた
め、4月6日㈫～4月16日㈮の期間は、休館と
させていただきますので、どうぞご了承ください。
なお、コロセアムでの開館日・時間は、従来どお
り毎週火・木・金曜日の13：30～16：30となり
ます。皆様のご利用をお待ちしております。

※図書館は月末日を除き日曜・祝日も通常どおり開館しています。
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ウォーキング講座

市立休日急病診療所市立休日急病診療所

診療日時：日・祝日　年末年始(12月30日～１月３日）
　　　　 10時～16時（正午～13時休診）
診療科目：内科、小児科、歯科

　　      

　　　　　

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　

　　　　　　　
　　　　

藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181
大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　　　　　　☎955-4181　　　　
有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑9時30分～12時
13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽
放流水・プール水・浴槽水検査 受付日時は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 受付日時は、お問い合わせください。

木 9時15分～12時15分
13時～16時月 水火

２ ４

水 予

有

予

6/27 13時30分～14時30分金

金

13時30分～15時HIV検査（エイズ・梅毒・クラミジア）

療育相談

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

11時～11時30分

予
医療機関に関する相談

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

肝炎ウイルス検査（無料）

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

小児科のみ上記日時に加え、土・日・祝・年末年始（12/30～1/3）の
１８時～２２時まで診察を行っております。　　　☎956-1000

■内科・小児科・歯科　
　診療日　：日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：10時～12時、午後1時～午後4時
■小児科の土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）
　診療日　：土曜、日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：午後6時～午後10時（受付は午後5時30分～9時30分）

☎956-1000
（保健センター2階）（保健センター2階）

◆平成 22 年度がん検診のお知らせ◆

メタボ対策入門講座メタボ対策入門講座

※すべて申し込みは、保健センターまで　電話もしくは来所にてお申し込みください。
　　　　　　　電話：９５６－１０００（FAX での申し込みはできません）

◆骨・歯セット健診のお知らせ◆

●胃がん・肺がん・大腸がん集団検診

◆定期健康相談・栄養相談のお知らせ◆　4 月 12 日・26 日（月）午前中　要予約
上記の日時以外でもご都合に合わせて随時対応します。健康増進課までご連絡ください。

今の生活習慣や食習慣を変えたい！と思われた方
は、ぜひご参加ください。※必ず事前の申し込み
が必要です。
日　時：4 月 19 日（月）　13 時 30 分〜受付　14 時開始　
講　師：羽曳野市医師会　　上嶋　一芳　医師　
定　員：30 人　　会　場：保健センター４階大会議室
申込み：健康増進課にお申し込みください。

妊婦さんへの思いやりを

対　象：市民でｳｫｰｷﾝｸﾞに興味のある方。
　　　（※ただし運動制限のない方）
持ち物：動きやすい服装・運動靴・水分
　　　※雨の場合：雨・雪の場合および、暴風警報発令時
　　　は中止です。
申込み・問い合わせ：健康増進課にお申し込みください。

朝食は１日のスタートです。
みなさんは、毎日朝食を食べて
いますか？
朝食を食べて、活力ある１日を
すごしましょう。

● 1 年分の受付は　4 月 7 日㈬ 9 時から受付開始
対象者：昭和 24・29・34・39・44 年生まれの方
内容：①骨密度測定と成人歯科健診　定員 40 人
　　　②骨密度測定のみ　定員 60 人
受付時間：12:50、13:20、13：50、14：20

日程 5 月 10 日（月） 6 月 4 日（金）
7 月 12 日（月） 9 月 1 日（水）
11 月 1 日（月） 12 月 3 日（金）
2 月 17 日（木） 3 月 4 日（金）

場　所：保健センター
申込み：健康増進課にお申し込みください。

◆骨密度測定と歯の健診のお知らせ◆

● 1 年分の受付は　４月７日㈬ 9 時から受付開始  
対象者：健診時点で 65 歳以上の方    
内容：        
①骨密度測定と歯科健診　　定員 40 人    
　（歯科衛生士によるお口いきいき体操と健康運動指導士に
　よる筋力アップトレーニング・転倒予防講習付）  
②骨密度測定のみ　定員 60 人     
　（健康運動指導士による筋力アップトレーニング・転倒予
　防講習付）       
　受付時間：12：30、13：00、13：30

日　程 場　所 日　程 場　所
5 月 17 日（月） 保健センター 6 月 23 日（水） 保健センター
7 月 20 日（火） 陵南の森 9 月 17 日（金） 保健センター
11 月 15 日（月） 保健センター 12 月 9 日（木） 保健センター
2 月 28 日（月） 保健センター 3 月 18 日（金） 陵南の森

申込み：健康増進課にお申し込みください。

『背筋を伸ばし、視線は遠く』

冬が過ぎ、春が芽吹いて参りました。
春を感じながら歩いてみましょう。

ウォーキングひとことアドバイス

快適な睡眠で、こころもからだもリフレッシュ
睡眠はからだとこころの疲れをとるために
欠かせません。
生活習慣を見直し、ぐっすり眠りましょう★。

※すべての申し込みは電話もしくは来所にてお申し込みください。電話：956-1000（FAX での申し込みはできません）

毎月 19 日は食育の日
食事バランスガイド

ウォーキング講座
日程 実施場所

４月 13 日（火）
１０：００～１２：００
（受付　９：３０～）

食とみどりの技術センター
( 旧農林技術ｾﾝﾀｰ )
集合場所：正門前

◆今月の教室のお知らせ◆

４・５月実施分 6・7 月実施分

3 月から受付中 5 月 7 日（金） 
9 時から開始

●乳がん・子宮がんの個別検診を希望される場合は４月１日

（木）から開始しますので、実施医療機関に直接お申し込みく

ださい。( 要予約 ) ※婦人科検診の対象者には、受診券を個別

送付していますが、届かない場合は健康増進課にお問い合わせ

ください。検診時に必要となります。

※詳細は平成 22 年度健康だよりをご覧ください。
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予防接種健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の2週間前までに個別通知が
届いていない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　 有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑
9時30分～12時

13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽

放流水・プール水・浴槽水検査
依頼の際は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 依頼の際は、お問い合わせください。

木
9時15分～12時15分

13時～16時
月 水火

9時45分～10時15分

２ ４

水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13時30分～15時

４

水 HIV検査抗原・抗体検査

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9時30分～10時

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

保
陵

保
石

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　 藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181

大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成21年12月1日～15日生まれ

平成21年12月16日～31日生まれ

平成22年  1月生まれ

平成20年  9月生まれ

平成20年10月生まれ

平成19年10月生まれ

平成19年11月生まれ

平成18年10月生まれ

平成18年11月生まれ

4月20日、21日

5月25日、26日

4月13日、14日

5月18日、19日

4月  6日、  7日

5月11日、12日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

4月  9日

4月23日

5月14日、28日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

※予防接種を受ける前に必ず予防接種手帳をよく読み、接
種ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関等につい
ては「平成22年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

（希望により梅毒、クラミジア検査が受けられます）

集団接種（受付時間：13 時 30 分～ 14 時 30 分）

個別接種【各医療機関に直接電話で予約】 

持ち物：母子健康手帳（必ず必要です）
　　　　予診票（お持ちでない方は、各会場に置いてあります。)

持ち物：母子健康手帳（必ず必要です）
　　　　予診票（お持ちでない方は、母子健康手帳を持って健康増
　　　　 進課まで取りに来てください。）

予防接種の種類：百日咳ジフテリア破傷風（DPT）第 1 期
　　　　　　　　ジフテリア破傷風混合（DT）第 2 期  
                       麻しん風しん混合（MR）第 1・2・3・4 期
　　　　　　　　日本脳炎                   

予防接種健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の2週間前までに個別通知が
届いていない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　 有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑
9時30分～12時

13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽

放流水・プール水・浴槽水検査
依頼の際は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 依頼の際は、お問い合わせください。

木
9時15分～12時15分

13時～16時
月 水火

9時45分～10時15分

２ ４

水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13時30分～15時

４

水 HIV検査抗原・抗体検査

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9時30分～10時

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

保
陵

保
石

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　 藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181

大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成21年12月1日～15日生まれ

平成21年12月16日～31日生まれ

平成22年  1月生まれ

平成20年  9月生まれ

平成20年10月生まれ

平成19年10月生まれ

平成19年11月生まれ

平成18年10月生まれ

平成18年11月生まれ

4月20日、21日

5月25日、26日

4月13日、14日

5月18日、19日

4月  6日、  7日

5月11日、12日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

4月  9日

4月23日

5月14日、28日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

※予防接種を受ける前に必ず予防接種手帳をよく読み、接
種ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関等につい
ては「平成22年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

（希望により梅毒、クラミジア検査が受けられます）

予防接種 日　　時 場　所

ポリオ 4 月
26 日（月） 陵南の森
27 日（火） MOMO プラザ
28 日（水） 保健センター

BCG
４カ月児健診
と同日実施

4 月
  9 日（金）

保健センター３階
23 日（金）

BCG の予診票は４カ月児健康診査のご案内と一緒に送付して
います。4 カ月児健康診査をすでに受け、BCG を接種してい
ないお子さんは健康増進課（保健センター）に電話し予約の上、
受付時間 13 時 20 分にお越しください。

日本脳炎ワクチンについて
（新ワクチンでの接種が可能になりました）
　接種供給量と安全性の確認における観点から、引き続き積極
的勧奨は差し控えていますので、個別通知はしていません。接
種希望の方は、健康増進課までお問い合わせください。
　詳しくは☞厚生労働省日本脳炎ワクチン接種に係るＱ＆Ａ
　(http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/nouen/index.html)

◆離乳食講習会 ( 保育あり　先着 15 人 ) ◆
　日時：4 月 15 日㈭・5 月 20 日㈭のいずれか 1 日 13 時～ 15 時
　対象：4 カ月健診受診後から 10 カ月までの乳児の保護者 ( 第 1 子優先 )
　費用：無料　　　　会場：保健センター　3 階栄養指導室
　申込み：電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆ことばの相談（予約制）◆
　こどもの発音・吃音・言葉の遅れなどについて相談をお受けします。
　申込み：電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆マタニティスクール（定員 30 人）◆
　日時：<5 月コース >5 月 13 日㈭、20 日㈭、23 日㈰、27 日㈭
　　　13 時～ 15 時 30 分　※４日間で１コース　　　
　申込み：電話で健康増進課 ( 保健センター ) へ
◆妊娠・出産を迎える方へ◆
　～出産前小児保健指導事業のご案内～
　妊娠中・出産後に小児科による育児相談を受けることができます。
　あなたのいろいろな心配事に小児科医がお答えします。
　詳しくは、健康増進課 ( 保健センター ) まで。
　対象：妊娠後期から産後２カ月以内　　費用：無料 ( １回のみ )

麻しん風しん混合 (MR)予防接種を受けましょう！！　　
 ○１歳のお子様　（MR １期）
　接種期間・・・１歳の誕生日から２歳の誕生日の前の日まで

○小学校入学前の方　（MR2 期）、中学 1 年生の方　（MR3 期）、高校 3 年生の方　（MR4 期）
　接種期間・・・平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日までになりますので、注意してください。
　　麻しん（はしか）は、麻しんウィルスにより空気感染する病気で、例年、春から夏にかけて流行します。
　　最近の流行では、予防接種を 1 回しか受けていない１０代～２０代の人が、学校などで麻しんに感染し、大きな問題になっています。対
　象の方は、自分の健康を守るため、早めに予防接種を受けましょう。接種期間を過ぎると実費負担（約１万円）になります。　　

新型インフルエンザ接種助成事業申請窓口（市役所本館 4 階特設会場）は平成 22 年 3 月 31 日をもって修了しました。
新型インフルエンザ接種費用の助成を申請される方は健康増進課（保健センター）までお問い合わせください。
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ふれあい市民セミナーを開催しました
　2 月 4 日、市役所別館会議室において、市民セミナーを開

催しました。今回は、講師の金
き む ち ょ ん み

正美さんから、ハンセン病元

患者との交流のなかで得ら

れた ｢ 絆 ｣ や ｢ 人と正面か

ら向き合うことの大切さ」

などを学び、ハンセン病に

ついて正しい知識、理解を

もつ機会となりました。

街かどから

「切り絵作品」の個展
　2 月 23 日から 3 月 14 日までシュラホールにて、野々上

在住の國領伸子さんの切り絵作品展が行なわれました。作

品 25 点が展示され、

製作には約１カ月以

上かかる力作も展示

されていました。

地球温暖化対策への東大塚町会の活動
　東大塚町会では、循環型社会の推進と地球温暖化対策の

一環として、家庭で使用されたペットボトルとキャップを

回収しています。ゴミとして焼却処分するのではなく再資

源化し、焼却処分に伴う Co2 の発生を少しでも抑制しよ

うという活動です。この度、高鷲南中学校生徒会に集めた

キャップを寄託しました。キャップの再資源化で得た売却

益は、世界の子どもたちにワクチンを届ける活動へと繋

がっていくことになります。キャップは、400 個（1kg）

あたり 10 円で、ブータンやミャンマーなどの子どもたち

のワクチンとして役立っています。ワクチンは１人あたり

20 円 か か っ

ています。「小

さなキャップ

で力を合わせ

大きな運動を

期待します。」

樫山町会桜の植樹
　樫山町会では、各種団体の協力を得て 2 月 21 日市民の

憩いの場となっている樫

山池遊歩道にソメイヨシ

ノ・枝垂れ桜の植樹をさ

れました。今後とも美化

活動に取り組まれますの

で、皆様方のご協力をよ

ろしくお願いします。

運動場の芝生化推進事業　

　西浦東小学校（2 月 14 日）と羽曳が丘小学校（2 月 22 日）

は、府からの補助を受け運動場に芝生を植えました。両校

とも実行委員会を設置し、西浦東小学校では保護者、地域

賛同者、児童等 250 人が参加しました。羽曳が丘小学校で

は全児童 677 人と保護者・地域ボランティアの方々と一緒

に芝生を植えました。今から

青々とした芝生が待ち遠しい

です。

バレンタイン企画「父子チャレンジ」クッ
キングをしました！
　2 月 14 日に丹治はやプラザで男性保護者と子どもとの

クッキングセミナーを開催しました。家事の中でも火や包

丁を使う料理。子どもの安全を保ちながら、3 種類の料理

作りをしていただいた男性保護者の皆さんがとても頼もし

く感じられました。参加者の方からは「またぜひ参加した

い」「デザートまで手作りで

きて嬉しかった」などの感

想をいただきました。回を

重ねるごとに参加者の皆さ

んのリピート率が高く、申

し込み開始後にすぐに定員

になってしまう講座です。

石川クリーン作戦　

　3 月 7 日の石川クリーン作戦は雨の中、2,448 人の市民

の方々が参加、集まったゴミの量は、可燃ゴミ 8.8t、不

燃ゴミ 14.4t にもなり

ました。皆さんのおか

げで、石川をきれいに

することができました。

ありがとうございまし

た。

西浦東小学校 羽曳が丘小学校
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聡介ちゃん
　そうすけ

いつまでも二人仲良く元気に育ってねっ。
　　母親の章代さん撮影

 

平成17年12月29日生まれ

羽曳が丘西

浅野 
あさの

うちの箱入り息子です。
　　母親の洋子さん撮影
 　

來愛ちゃん
　くれあ

いつもニコニコ、優しい子に育ってね。
　　母親の里奈さん撮影

 　

平成21年8月19日生まれ

誉田

井上 
いのうえ

　

陽光ちゃん
　ひかる

平成20年9月9日生まれ

誉田

松川 
まつかわ

凰介ちゃん
　おうすけ

平成20年8月1日生まれ

街かどから

第 53 回南大阪駅伝競走大会
　２月７日に第 53 回南大阪駅伝競走大会が行われました。

カネヒラスポーツ RC が一般女子の部で見事優勝されまし

た。一般男子の部では、柏原羽曳野藤井寺消防組合が第 2

位、カネヒラスポーツ RC が第 4 位に入賞されました。中

学校女子の部では、峰塚中学校陸上部女子が第 2 位、中学

校男子の部で

は、 峰 塚 中 学

校陸上部男子

が 第 6 位 に 入

賞されました。

羽曳野市スポーツ少年団 ｢ 羽曳野市少年軟
式野球連盟・第 31 回卒業記念大会 ｣ の結果

　羽曳野市スポーツ少年団所属の ｢ 羽曳野市少年軟式野球

連盟・第 31 回卒業記念大会 ｣ が小学校 6 年生 80 人の卒

団を記念し、2 月 7 日から 2 月 21 日にかけて石川スポー

ツ公園第 4 グラウンドで開催され、大きな声援の中、熱戦

を繰り広げました。成績は下記のとおりです。

優　勝：ホワイトベアーズ

準優勝：羽曳野イーグルス

第３位：羽曳野ブラックイーグルス

教育長特別表彰を受賞
　羽曳野中学校の黒田彩貴さん（当時１年生）が、平成 21

年度中学生の「税についての作文」において、「全国納税貯

蓄組合連合会会長賞」を受賞し、また、高鷲北小学校の埜田

潤さん（当時 5 年生）が、第 17 回全国障害者馬術大会＆ウェ

スタンホースマンシップショウにおいて、初級馬場馬術競技

速歩クラス、ホースマンシップ常歩クラスでともに１位とな

り、教育長から特別表彰を受けられました。

大阪府消防表彰式 
消防庁長官表彰 
永年勤続功労章 花川勇
大阪府知事表彰 
勤続功労章　大谷澄雄
功労章 本田宗弘・堀口義弘・奥田兼司
大阪府消防協会会長表彰 
永年勤続章　奥野貴史
勤続章 松本憲直・田中一嘉・上間洋
勤功章 森田和伸・尾野忠雄・梅本宗春・麻野裕・塚本則幸
精勤章 芳浦浩和・高橋正典・辻剛司・石田健・塚本洋士

消防記念日表彰式典 
市長表彰　松島末松・木村元昭
消防長表彰　庭和田利栄・岡里香子・松村貴史・松村一夫
団長表彰　上野泰弘・大西良幸・近藤由佳・葛本雅美・大谷幸春・
　　　　　大西達也
家族協力者表彰　高松幸子・中野博子
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制　度 市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.osaka.jp

平成 22 年度　固定資産税台帳の縦覧・閲覧について（平成 22 年４月１日より）

記載内容
　

　縦覧、閲覧申請には認印と本人であることを確認できる書類をご持参ください。
　・本人確認ができる書類（運転免許証・納税通知書など）
　・法人名義の所有の場合は、委任状が必要です。
受付・問合せ　本庁１階⑧番⑨番固定資産税土地・家屋担当窓口（内線 1540・1550）

縦　覧
　土地：所在地番・地目・地積・評価額
　家屋：所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・建築年

閲　覧 　　　　 上記の縦覧できる記載内容のほか、課税標準額・税額

　「縦覧」とは、固定資産税納税者が所有の土地・家屋の評価額、市内の土地・
家屋の評価額を縦覧帳簿にて確認できる制度です。
　ただし、土地のみを所有している納税者は家屋価格等縦覧帳簿を、また家屋
のみを所有している納税者は土地価格等縦覧帳簿をご覧いただけませんのでご
注意ください。
　〇縦覧できる方
　　・固定資産税の納税義務者本人もしくは納税管理人
　　・代理人で納税義務者本人と同居の親族の方
　　・上記以外の代理人で委任状を有する方
　〇期間および時間　
　　　平成 22 年４月１日㈭〜５月31日㈪  （土・日・祝日を除く）
　　　９:00 〜17:30

　「閲覧」とは、納税者本人が所有する土地・家屋、または借地人・借家人が
賃借権等の目的である物件に限り固定資産税台帳を閲覧できる制度です。
　〇閲覧できる方
　　･上記の「縦覧できる方」の要件を満たす方
　　･ 借地、借家人で当該借地・借家部分の賃貸借関係を確認できる書類を有する方
　　･固定資産の処分をする権利を有する方
　〇期間および時間　
　　　平成 22 年４月１日㈭〜平成 23 年３月31日㈭（土・日・祝日を除く）
　　　９:00 〜17:30

主な公共施設

      羽曳野市の宣言
○交通安全都市宣言
○非核平和都市宣言
○人権擁護都市宣言
○健康都市宣言
○青少年健全育成都市宣言

羽曳野市役所
☎958-1111　℻958-0212

（老人福祉センター・
　　公民館・図書館）

支　所

羽曳野市民会館

LICはびきの
（生活文化情報センター）
はびきのコロセアム

市民体育館（西浦）

陵南の森総合センター

陵南の森生きがい情報センター
（テレワークセンター）

ＭＯＭＯプラザ

丹治はやプラザ

石川プラザ

保健センター
（休日急病診療所）
人権文化センター

青少年児童センター

白鳥児童館

青少年センター

道の駅 しらとりの郷・
　　  羽曳野  総合棟
子育て支援センターふるいち

子育て支援センターむかいの

給食センター

社会福祉協議会

シルバー人材センター

柏原羽曳野藤井寺消防本部

羽曳野警察署

藤井寺保健所

藤井寺郵便局

柏羽藤環境事業組合

クリーンピア21（火曜日休み）

☎955-0583　
℻930-2144
☎958-2311　
℻958-2312
☎950-5500　
℻950-5505
☎937-3123　
℻937-3124
☎958-2340　
℻958-3614
☎952-2751　
℻952-1303

☎931-1900　
℻931-2112
☎957-5553　
℻957-5580
☎937-2355　
℻937-2388
☎950-2002　
℻958-9110
☎956-1000　
℻956-1011
☎955-4556　
℻955-7042
☎952-0032　
℻937-8580
☎957-4900　
℻957-4900
☎958-0050　
℻958-0050
☎957-6900　
℻957-6910
☎958-3308　
℻958-3308
☎953-6361　
℻953-6361
☎958-2306　
℻958-1082
☎958-2315　
℻958-3853
☎959-0555　
℻959-0333
☎958-0119　
℻958-9900
☎952-1234　
℻952-2531
☎955-4181　
℻939-6479
☎954-2601　
℻938-8591
☎976-3333　
℻976-3331
☎975-2580　
℻975-2577

就学援助制度について（お知らせ）
　羽曳野市では、経済的な理由でお子様を就学させるのにお困りの保護者の方に
対して、学用品費などを援助する就学援助制度を行っています。
○一斉受付期間
　　平成 22 年５月６日㈭〜５月31日㈪　（土・日曜日、祝・休日は除く）
○申請書の交付および受付場所
　　市内各小・中学校または教育委員会学校教育課（市役所別館３階）
○随時受付期間
　　平成 22 年６月１日㈫〜平成 23 年２月 28 日㈪
　　ただし、土・日曜日、休日および年末・年始（12 月30 日㈭〜平成 23 年１月４
　　日㈫まで）は除く。
　※この期間に申請をし認定を受けた場合は、受付けた月からの月割り支給となり、
　　支給額が期間に応じ減額されます。
　※また、平成 21年度に申請された方でも、平成 22 年度も希望される方は、改め
　　て申請していただくことが必要です。
　詳しくは４月下旬から学校で配布される案内をご覧ください。
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「子ども手当」がはじまります！
　平成 22 年４月から「子ども手当」の制度が始まります。
○これは現行の「児童手当（小学校修了まで）」を拡充する形で、中学校修了までの    
　児童を対象に、平成 22 年度は一人につき月額 13,000 円が支給されます。
　（手当は、６月・10 月・２月に前月分までをまとめて支給されます。）
○すでに「児童手当」を受給されている方は再申請の必要はありませんが、所得制
　限により受給されていない場合や、新たに支給対象となる中学生等については、
　申請書の提出が必要になります。
○ 新たに対象となる受給資格者（保護者）には４月中旬にご案内と申請書を郵送

する予定です。また、出生・転入などの場合は別途届けが必要となりますので、ご
注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）

平成 22 年度　国税専門官採用試験
対　象　①昭和 56 年４月２日～平成元年４月１日生まれの方
　　　　②平成元年４月２日以降生まれの方で、次に該当する方
　　　　　（1）大学を卒業または平成 23 年３月までに卒業見込みの方
　　　　　（2）人事院が（1）に掲げる方と同等の資格があると認める方
申　込　４月１日㈭〜14 日㈬（郵送の場合、４/14までの通信日付印有効）
問合せ　富田林税務署　総務課　☎ 0721-24-3281

保険年金課より

国民健康保険料のお知らせ
　４月上旬に国民健康保険料納入通知書（仮算定）を送ります。４月、５月、６
月に平成 21年度保険料額をもとに計算した額を納めていただきます。７月に
前年中所得等により算定した年料額を決定し（本算定）、仮算定分の保険料額
を差し引いた額を７月から翌年３月まで９回に割って納めていただきます。
　年金から保険料を納めていただいている方（特別徴収）には、２月と同じ金
額を４月、６月、８月に納めていただきます（通知書等は送りません）。

後期高齢者医療保険料のお知らせ
　４月新たに年金から保険料を納めていただく方（特別徴収）には、４月、６月、
８月に納めていただく額（仮徴収額）の通知書を送ります。すでに年金から保
険料を納めていただいている方（特別徴収）には、２月と同額を４月、６月、８
月に納めていただきます（通知書は送りません）。
　口座振替や金融機関窓口で納めていただく（普通徴収）場合、７月に前年
中所得等により算定した年料額を決定し、７月から翌年３月まで９回に割って
納めていただきます。

失業などで保険料納付が困難な場合、早めの納付相談を

国民健康保険・後期高齢者医療 夜間窓口
　保険料の納付相談や届出など、国民健康保険・後期高齢者医療について
夜間窓口を開設します。ご利用ください。
夜間窓口　４月13 日㈫、15 日㈭　18:00 〜 20:00
場　　所　市役所本庁１階３番窓口　保険年金課　内線 1750・1760・1711

就職され社会保険（被用者保険）等に加入されると
　国保に加入されている方が、就職され社会保険（被用者保険）等に加入さ
れた場合、国保の脱退手続が必要です。また会社を退職された後、国保に加
入する場合には加入届が必要です。詳しくは保険年金課までお問い合わせく
ださい。届出・手続きお忘れないように。

農業委員会事務局より

  農地の相続等の届出のお願い

下限面積の別段の面積の設定
　農地法の権利を取得する際の
下限面積については、農地法の
改正（平成 21年12月15日施行）
により羽曳野市では 10a となり
ました。

羽曳野市農業委員会事務局 
　　　　　　　内線 4710

農地を相続したときは…

手続きは簡単です。農業委員
会の窓口までお越しください。

※届出書の用紙は農業委員会事務局に
　常備しています。

地元の農業委員会に
  届出をお願いします。

　　農地法の改正により、
　　相続などによる農地の権
　　利取得を、農業委員会が
　　正確に把握し、農地の有
　　効利用に努めます。
　※届出をしなかったり、虚偽の
　　届出をすると 10 万円以下の
　　過料に処せられることになり
　　ます。　

農地や農業のご相談につい
ては、下記のプレートのある
お宅にご相談ください。
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障害者自立支援法　平成 22 年４月から利用者負担が軽減されます
利用者負担軽減の内容
　　低所得（市民税非課税世帯）の障がい者・児に係る、次に掲げる利用者負担
　が無料となります。（※ただし、食費等の実費負担は、従来通りです。）
　①障害福祉サービス（療養介護を除く。）に係る利用者負担
　②補装具に係る利用者負担
　③地域生活支援事業のうち４事業（日常生活用具給付事業、移動支援事業、　
　　日中一時支援事業、生活支援事業）に係る利用者負担
　④障害児施設支援（障害児施設医療を除く。）に係る利用者負担
　※ 羽曳野市が支給決定を行っている①②③のうち、軽減対象の方へは、新し

い決定通知（①についてはさらに受給者証も同封。）を送付しておりますので、    
ご利用になる事業者に提示してください。

上記①②③に関する問合せ　福祉支援課　障害者支援担当

定期救命講習のお知らせ
　今話題の AED（自動体外式除細
動器）の使用方法を含めた応急手当
の講習会です。もしもの時のために、
あなたも救命講習を受講しませんか。

　費用は無料です。受講後に修了証
を発行いたします。
　人数に制限がありますので、必ず電
話にて下記までお問い合わせください。

（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部
　　　　　　　　　   ☎ 958-0119）

日  時 場  所

５月８日㈰ 陵南の森　老人福祉センター

５月 23 日㈯
柏原羽曳野藤井寺消防組合

消防本部 ３階 視聴覚室

２月 28 日㈰
柏原羽曳野藤井寺消防組合

消防本部 ３階 視聴覚室

平成 22 年５月下旬から気象警報が変わります !!
　気象庁では、警戒の必要な地域をよりわかりやすくするため、気象警報・注意報
を市町村を対象として発表します。
　羽曳野市に災害発生のおそれがある場合には、これまで「大阪府」あるいは「南
河内」に対して警報・注意報を発表していますが、平成 22 年５月下旬からは、「羽
曳野市」と明示して発表します。これによりお住まいの場所が警戒の対象となって
いることがわかりやすくなります。
　また、大雨警報を発表する際には、特に警戒が必要な災害を、「大雨警報（土砂災
害）」、「大雨警報（浸水害）」のように警報名に併せてお知らせします。
　大雨や洪水などの警報は、テレビやラジオなどで放送されます。この際には、画
面の文字数や読み上げ可能な文章の範囲内でよりわかりやすく伝えるため、これま
でどおりの表現で放送される場合があります。
市町村ごとの詳細な内容　気象庁ウェブサイト　http://www.jma.go.jp/
　国土交通省防災情報提供センター携帯電話サイト
　http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html
　に掲載予定です。
問合せ　大阪管区気象台予報課　☎ 06-6949-6303
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特定保育事業実施のご案内
日時　４月１日㈭　場所　高鷲保育園
内 容　①児童の保護者のいずれもが、

　１カ月当たり64 時間以上の就労
　状態であり、当該児童を保育す
　ることができない（同居の親族を
　含む）と認められ、かつ羽曳野
　市に居住する就学前の児童が対
　象になります。

　②申込は１カ月単位とし、１週間当
　　たりの利用日数は２日または３日
　　までとなります。必要書類につい
　　ては保護者の就労証明等が必要
　　になります。
費用　（１人１日当たり）
　　　０〜２歳児　2,800 円
　　　３歳児以上の児童　1,600 円
申込・問合せ　
　高鷲保育園　☎ 953-3883

峰塚公園芝生広場立入禁止の
お知らせ
　３月号広報にも掲載しましたが、
峰塚公園の芝生広場において、芝生
養生のため４月 30 日㈮まで芝生広
場全域を立入禁止にしています。（天
候等により期間が変わることがあり
ます。）
　大変ご迷惑をお掛けしますが５月
からリフレッシュした芝生広場を利
用していただけるようご理解ご協力
をお願いします。

　　   （みどり公園課　内線 2430）

“緑の募金”で街にみどりを
　地球を緑豊かに
する緑の募金に個人
はもちろん、自治会、
会社、グループなど

団体でのご協力もお待ちしています。
　市役所みどり公園課の窓口に募金
箱を設置しています、また５月５日の

「第 35 回はびきの市民フェステバル」
では、緑の少年団が会場内において、
緑の募金活動を行いますのでご協力
よろしくお願いいたします。
㈶大阪みどりのトラスト協会
　☎ 06-6263-5480
　ウェブサイトhttp://www.ogtrust.jp/
土木部みどり公園課　内線 2430

パソコン講習会事業終了のお知らせ
　市民の皆様に好評をいただいてお
りました、LIC はびきの等で開催し
ていました「やさしいパソコン教室」、

「たのしいワード教室」、「やさしいエ
クセル教室」ですが、平成 22 年３
月をもちまして終了しました。
　長らくのご利用ありがとうござい
ました。
問合せ　政策推進課 情報政策担当
　内線 4740
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お知らせ

子育て学習会「手をつなぐ子育て」
　長年不登校等の問題に取り組んで
こられた先生に乳幼児の子育てにつ
いて講演していただきます。 
講師　広木 克行 氏
　　（大阪千代田短期大学学長） 
日時　４月 25 日㈰　10:00 〜12:00 
会場　子育てサポートくるみ大ホール 
費用 500 円（資料代）
その他　石川河川敷駐車場より会場
　まで送迎あり。
　保育（２歳児〜）要予約
問合せ　子育てサポートくるみ学習実行委員会
　ウェブサイト　http://kosodate-kurumi.com 
　☎ 957-3282　ＦＡＸ 958-4089 

猫を飼われている方へ
まわりに迷惑をかけないで
　猫のフンや尿などの生活環境被害
の苦情が多く市に寄せられています。
 自宅の前に見知らぬ猫のフンがあっ
たら、誰でも不快感を感じます。
 飼い主は、愛情と責任をもって飼い
ましょう。

〈飼い主の方へお願い〉
●フン、尿は自宅の決まった場所でさ
  せるようしつけましょう。
● 野良猫と間違われないように首輪 

をつけるようにしましょう。
● 野良猫等を増やさないためにも不 

妊去勢の手術を行ってください。
問合せ　環境衛生課　内線 2840

犬は正しく飼いましょう。
（飼い犬による事故の防止）
放し飼いはやめて！！
　普段は大変おとなしい犬でも、時
には飼主でも手に負えなくなることが
あります。ルールを守って正しく犬を
飼いましょう。
　また、途中で捨てたりせず、家族同
様に最後まで愛情もって飼いましょう。
 犬のフンは大変迷惑となりますので、
飼い主の方が責任を持って必ず持ち
帰ってください。

〈次のことを守って事故を防ぎましょう〉
●しつけをしっかりとしましょう
● 散歩（運動）をするときは、犬を十

分制御できる人が丈夫な綱やリー
ドを付けてしましょう。

　また、フンは持帰るなど飼い主が責
　任をもって処理しましょう。

〈飼い犬が人を噛んだとき〉
●飼い主は保健所に咬傷届けを出し
　てください。
問合せ　環境衛生課　内線 2840
　大阪府藤井寺保健所　☎ 952-6165

富田林市営喜志駅地下自転車
駐車場をご利用ください
　喜志駅地下自転車駐車場は、自転
車と原付バイク（50 ㏄以下）の駐車
ができます。
　定期利用（１カ月・３カ月）のほか、
一時利用もできます。また、自転車の
定期利用では学生割引を設けており
好評です。
　喜志駅改札口へは地下専用通路で
直結していますので雨の日も大変便利
です。ぜひご利用ください。
○ 自転車やバイクを路上などに放置す

ると、歩行者や車いすの通行を妨
げるだけでなく、緊急活動の障害
や交通事故の原因ともなり大変危
険です。駅周辺は放置禁止区域と
なっておりますので、必ず自転車等
駐車場をご利用ください。

問合せ　富田林市 道路交通課　内線416

看護の日感謝祭お知らせ
日時　５月13 日㈭  ９:00 〜12:00
内容　気になる健康チェック
　血圧測定、検尿、体脂肪測定
　「歯と健康について講演」
　講師　歯科医師　市川 英三郎
　※講演時間は 10:30 〜11:30
　※ご来院の際は送迎バスをご利用
　　ください。
場所　豊川病院　 費用　無料
問合せ　豊川病院　☎ 939-8561　

陵南の森老人福祉センター
足湯の利用を！！
　陵南の森老人福祉センターでは、か
らだにやさしく、心地良い足湯、在勤、
在住で年齢を問わずご利用できます。
　和気あいあいと、お喋りなどしながら、
日頃の疲れを癒しにお越しください。
利用案内　
　月〜金曜日までご利用できます。　
　※ただし、土･日・祝日は除く。
時間　10:00 〜16:00
問合せ　陵南の森老人福祉センター
　☎ 952-2751

４月２日㈮より消費生活相談は、
市役所２階　消費生活相談室で
行います。
相談日　毎週月・水・金曜日
　（祝日を除く） 10:00 〜15:00
　（水曜は 14:00まで）
　要予約、電話でも相談可能
申込　産業振興課　内線 2780

視覚障がい者サロンのお知らせ
　視覚障がい者のおしゃべりサロン
を企画しました。ありのままの自分た
ちを語り合いませんか？
日時　４月28 日㈬  13:30 〜15:30
場所　障害者総合支援センターはる２階
対象　視覚障がい者　定員　10人
締切　４月14 日㈬
問合せ　障害者総合支援センターはる
　☎ 957-1607　ＦＡＸ 957-1604

多重債務でお悩みの方へ
　借金の問題解決は、あなたの決意し
だいで解決します。一人で悩まず、ぜ
ひご相談ください。相談料は無料です。

［相談窓口］
日時　月〜金曜日（祝日除く）
　　　９:00 〜17:00
　近畿財務局　☎ 06-6949-6523・6875
　京都財務事務所　☎075-752-1424
　神戸財務事務所　☎ 078-391-6948

［消費者相談］
日時　毎週月・水・金曜日（要予約）
　　　10:00 〜15:00　
　　　（水曜は 14:00まで）
　　　産業振興課　内線 2780

陸上自衛隊信太山駐屯地
創立 53 周年記念行事（入場無料）
日時　４月29 日㈷　９:00 〜15:00
場所　陸上自衛隊信太山駐屯地
内容　観閲式、太鼓演奏、訓練展示、
　装備品展示、野外売店、子ども広場等
そ の他　●荒天の場合は一部行事を

中止または変更。●ご来場の際に
は公共交通機関をご利用ください。

問合せ　陸上自衛隊信太山駐屯地広報室
　☎ 0725-41-0090　内線 204
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高齢者敬老入浴
　65 歳以上の市民を対象に毎月1
回、市内の公衆浴場において敬老入
浴を行います。入浴時に対象年齢以
上であることを申し出てから入浴して
ください。
　なお、一人あたり１回 100 円をご
負担ください。
日時　４月15 日㈭、５月15 日㈯
利用料金　100 円
利     用できる施設　
　古市温泉、羽曳野温泉、新高鷲温泉
　紅梅湯（４月のみ14 日㈬）
問合せ　福祉支援課

平成 22 年度　羽曳野市手話教室開講
　羽曳野市は聴覚障がい者に対して福祉の増進をはかるため、手話教室を開講します。
開講期間　〈昼の部・夜の部〉５月12 日〜平成 23 年３月16 日
　　　　　入門課程　５月12 日〜９月15 日　（８月11日は休校です。）
　　　　　基礎課程　９月 22 日〜平成 23 年３月16 日
　　　　　　　　　　（祝日・12 月 29 日・平成 23 年１月５日は休校です。）
　　　　　〈昼の部　計 41回　毎週水曜日　10:00 〜12:00〉
　　　　　〈夜の部　計 41回　毎週水曜日　19:00 〜 21:00〉
場　　所　〈昼の部・夜の部〉市役所総合福祉センター（別館）２階
費　　用　無料（ただし、テキスト代 2,670 円が必要。）
対　　象　羽曳野市在住・在勤・在学の方（中学生以上）
　　　　　手話学習が初めての方優先。お子様連れの受講はできません。
定　　員　〈昼の部・夜の部〉　各 50人
申込・問合せ　４月14 日㈬までに、福祉支援課障害者支援担当まで
　　　　　　　内線 1150 〜1156　ＦＡＸ 957-1238　　　　　　

親子ふれ愛（ふろ愛）

　保護者同伴の
子ども（小学生以
下）の市内銭湯
無料入浴デー、
ふれあいを大切に…。
　近所のおじさん、おばさんと同
伴でもいいよ。

※ただし、日曜日が休業の場合は前日の
　土曜日です。

   

4月4・11・18・25日㈰

平成 22 年度　大阪府手話通訳者養成講座　－受講者募集案内－
　手話を必要とする聴覚障がい者のコミュニケーション手段を確保するため、手
話通訳活動を志す方を対象に養成講座（通訳初級コース）を実施します。なお、
初心者は受講できません。
　講座は受講判定試験（実技試験）に合格した方に限り受講することができます
ので、申込みをされた方は必ず受験してください。

 

　※上記表以外にもコースがございます。詳細は下記の問合せ先まで。
　※各会場には、公共交通機関を利用してお越しください。
受講対象者　以下の条件を全て満たす方
　① 大阪府内に居住または勤務されている方
　② 手話を用いて聴覚障がい者と日常会話が可能な方（初心者不可）
　③ 手話通訳者の登録を目指し、向上心を持って受講できる方
　※ただし、大阪府の手話通訳者として既に登録されている方は受講できません。
講座の内容
　①手話コミュニケーション技術の理論と実技
　②聴覚障がい者・手話等に関する知識と心構え
　③手話通訳者等の知識と心構え
講座の費用　受講料無料　（ただし、教材テキストは個人で実費負担。）
　※手話通訳者養成講座「基本課程」（改訂版）定価 1,300 円をお持ちでない方は、
　　開講日にご購入ください。
申込 ･ 問合せ　申込書に必要事項を記入し郵送、ファクスまたはインターネットに
　よりお申込みください。※ 申込締切日　４月12 日㈪（必着）
　〒 540-8570（専用郵便番号につき住所記入不要）
　大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 社会参加支援グループ
　「手話通訳者養成講座」係　　☎ 06-6944-9176　ＦＡＸ 06-6942-7215
　https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/input.do?tetudukiId=2010020003

コース 会場 講座実施期間 定員 受講判定試験

ア 大阪府谷町福祉
センター

（大阪市中央区
谷町５- ３-13）

５月 12 日㈬～平成 23 年３月９日㈬
全 29 回　毎週 水曜日 開講
14:00 ～ 16:00

60 人
平成 22 年４月 21 日（水）
（受付）14:00 ～ 15:30
（試験）14:30 ～ 16:30

イ
５月 13 日㈭～平成 23 年３月 17 日㈭
全 29 回　毎週 木曜日 開講
18:30 ～ 20:30

60 人
平成 22 年４月 22 日（木）
（受付）18:00 ～ 19:30
（試験）18:30 ～ 20:30

心配ごと相談日の変更について
　心配ごと相談日が、４月より日曜日
から木曜日に変更になりますのでお知
らせします。

［第１・第３木曜日］　
　総合福祉センター２階ボランティアセンター

［第２・第４木曜日］

　社会福祉協議会西部事務所

広報担当からのお願い

　個人・個人的な団体やサークルの
団員募集、催しのお知らせ等は、掲
載を控えさせていただいています。
ご協力お願いします。
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募　集

平成22年度  向野老人いこいの家 教室事業生徒募集

※ パソコン教室は文字入力およびマウス操作のできる方で３講座のうち１つお選び

ください。オフィス 2000 使用です。オフィス 2007（ビスタ）には対応しません。

場 　所　向野老人いこいの家（向野３-11-13）  

対象者　市内に在住する 60 歳以上の方   

申　込　４月５日㈪〜７日㈬に電話にて下記まで（定員になりしだい締切）

　　　　※パソコン教室に限り、申込時に教材費 1,600 円を頂きます。

( 向野老人いこいの家　☎ 952-0033)

教 室 名 内　容 開  催  日 時　間 定員 費用 備 考

カラオケ
教室

大きな声を出すことに
より健康を保つ目的

５月から３月まで
毎月第１水曜日

 14:00 ～ 16:00 30
人

無
料

＊

パソコン
教室

  ５月   インターネット・メール入門 ５月 19.20.26.27 日

 13:30 ～ 16:30 14
人

無
料

教材費
1,600 円

  ６月   ワード入門 ６月 16.17.23.24 日

  ７月   エクセル入門 ７月 21.22.28.29 日

手芸教室 簡単な手芸
５月から３月まで毎月

第１月曜日、第３月曜日
 13:30 ～ 15:30 10

人
無
料

材料費
実費

かきかた
教室

鉛筆によるかきかた
５月から３月まで毎月

第２火曜日、第４火曜日
 14:00 ～ 16:00 20

人
無
料

＊

羽曳野市青少年リーダー会　会員募集
　私たちと一緒に羽曳野市でボランティア活動をしませんか？
　子ども好き、キャンプ好き、アウトドア好きな方、お待ちしてます。
活 動内容　羽曳野市内にある各こども会でのキャンプ、お楽しみ会、クリスマス会

　　　　などでのゲーム、羽曳野市主催キャンプへの参画、他市リーダー会との
　　　　交流キャンプ、研修会

募集要項　● 羽曳野市に在住・在学の高校生、大学生（または相当年齢の方）
　　　　　●年間を通して活動しております
　　　　　●年会費 2,000 円（社会人は 4,000 円）
　　　　　●現在、25人の会員が活動しております
　　　　　※中学生リーダーも同時募集いたします。

申込・問合せ　〒 583-0852
　　　　　　　羽曳野市古市１-３- ５
　　　　　　　羽曳野市立青少年センター
　　　　　　　羽曳野市青少年リーダー会　代表　小池 智与
　　　　　　　E-mail freegreen0216k@yahoo.co.jp　
                   詳しくはこちらまでメールしてください。

広 

告

ひとり親家庭等コールセンター
スタッフ養成講座受講生募集
日程　５月 29 日㈯ 開講
　基礎訓練 全８日間、応用訓練 全 22 日間
申込　４月 23 日㈮ 締切
会場　大阪府ひとり親家庭等在宅就
　業支援センター（大阪府谷町福祉
　センター６階）ほか
対象　ひとり親家庭の母、父、寡婦
　①基礎訓練、応用訓練ともに全日
　　程受講可能な方
　②応用訓練終了後にコールセンタ
　　ーで就労可能な方
※ 本講座は、予め適性審査を行うとと

もに、定員の関係上、すべての申込
者が受講できるものではありません。
詳しくは下記までお問合せください。

                              （子育て支援課）

  よみかき教
きょう

室
しつ

「ほほえみ」
　「ほほえみ」は、よみかた・かき

かたを楽
たの

しく学
まな

べる教
きょう

室
しつ

です。
　あなたも参

さん

加
か

してみませんか？

  場
ば

 所
しょ

　人
じん

権
けん

文
ぶん

化
か

センター　

  時
じ

 間
かん

　毎
まい

週
しゅう

火
か

曜
よう

日
び

　

            19:00 ～ 21:00　

  費
ひ

 用
よう

　無
む

料
りょう

  申
もうし

込
こみ

・問
とい

合
あわ

せ　社会教育課

　　　　　　　　 内線 4450
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平成 22 年度大阪教育大学公開講座募集

申込　郵便またはファクス（次の項目を明記してください。）※ 定員は先着順です。
　　　①希望講座名　　②氏名（ふりがな）　　③年齢　　④性別　
　　　⑤郵便番号・住所　　⑥電話番号　　⑦職業
　　　〒 582-8582　柏原市旭ヶ丘４-698-1
　　　大阪教育大学学術連携課地域連携係　 　
        ☎ 978-3581　ＦＡＸ 978-3554
　　　※問合せは、平日㈪〜㈮の９:00 〜12:00、13:00 〜16:00 に限ります。

講　座 募集期間 実施期間 対　象 定 員 開　講
キャンパス

タイ語会話講座 4/5 ～ 5/7 6/5 ～ 7/10 　「タイ語基本講座」または昨年の
　「タイ語（発音と文法）」を受講した方。 15 人 天王寺

タイ語文字講座 4/5 ～ 5/7 6/5 ～ 7/10 　「タイ語基本講座」または昨年の
　「タイ語（発音と文法）」を受講した方。 15 人 天王寺

タイ語講読講座 4/5 ～ 5/7 6/5 ～ 7/10 　タイ語をスムーズにローマ字表記にできる方。 　
　基本的なタイ語の知識をお持ちの方。 15 人 天王寺

市民のための
パソコン教室

（インターネット入門）
4/12 ～ 5/21 6/19・26

　パソコン操作に興味のある方
　（ただしマウス操作と文字入力のできる方。　
　またはウィンドウズ入門の修了した方。

24 人 天王寺

初心者、シニアの方中心の楽しいパソコンサークルに入会しませんか？
　４月度講習内容決定。お申込みはお早めに。※ＩＴ講座終了レベルの方対象です。

時間　午前クラス 10:00 〜12:00　　　午後クラス 13:00 〜15:00
費用　１回２時間　900 円（テキスト代込み）
　　　※入会時にサークル年会費 1,000 円頂きます。
定員　午前・午後　各先着 16人（定員になりしだい締切り）
場所　ＬＩＣはびきの　小会議室　　Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかになります。
持物　ノートパソコン持参。レンタル可（要予約）
申込　パソコンサークル ステップ（山田） ☎ 090-6608-5799

日  程 クラス 内   容

４月６日㈫
午前 ワード   特殊な文字の入力

午後 ワード   名刺作成

４月９日㈮
午前 エクセル   ワークシートの編集

午後 ワード   ワードアート

４月 17 日㈯
午前 デジカメ   デジカメの写真を取込もう（ＸＰ）

午後 デジカメ   デジカメの写真を取込もう（ビスタ・７）

４月 20 日㈫
午前 エクセル   便利な機能

午後 ワード   表が入った文書作成

４月 23 日㈮
午前 ワード   図形の入った文書

午後 エクセル   エクセル合計・平均の計算

広 

告

母子家庭の母等のための就業支
援講習会受講生募集のお知らせ
　（社福）大阪府母子寡婦福祉連合
会では、下記の講座の受講生を募集
しています。
　申込は往復はがきに、希望の講座
名と住所、氏名、年齢、職業、電話
番号、志望動機、以前連合会で受講
した講座名、保育の有無を記入の上、
下記住所まで、往復はがきで申込んで
ください。（保育対象は２歳から就学
前）応募多数の場合は抽選になります。
対象　母子家庭の母および寡婦

［パソコン初級講座］定員 20人
申込　５月 24 日㈪〜６月 24 日㈭
　　　（当日消印有効）
日時　７月 24 日㈯〜10 月９日㈯　
　　　全 10 回　毎週土曜日
　　　10:00 〜16:00
費用　10,000 円（教材費含む）
会場　谷町福祉センター

［簿記３級講座］定員 35人
申込　５月 24 日㈪〜６月 24 日㈭
　　　（当日消印有効）
日時　７月 24 日㈯〜11 月13 日㈯
　　　全 13 回　毎週土曜日
　　　10:00 〜15:00
　※８月14 日・11 月６日は 12:00 終了
費用　5,000 円（教材費含む）
会場　谷町福祉センター
申込・問合せ　〒 540-0012　
　大阪市中央区谷町４- ５-13
　谷町福祉センター内
　母子家庭等就業・自立支援センター
　☎ 06-6762-9498



37－はびきの　2010.4.1－

市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.osaka.jp

講　座

聴覚障害者サロン
※社会見学手話通訳者が同行します。

　富田林･寺内町と石川の鯉のぼりを
見学しながら交流しましょう。
日時　５月８日㈯　13:00 〜16:00
場所　古市駅改札口集合　13:00まで
対象　市内在住の聴覚障がい者とそ
　の家族。
持物　身体障害者手帳
費用　無料（交通費負担）
申込 ･ 問合せ　４月 23 日㈮ 締切
　障害者総合支援センターはる
　聴覚ピアカン片岡加代子
　☎ 957-1607　ＦＡＸ 957-1604

（財）羽曳野市施設管理公社 募講生講 受座
講座募集にあたって

   ○各講座とも申込み開始時間の時点で
　   定員を超えた場合は抽選となります。
   ○定員に満たない場合は先着順で、定員
      になりしだい締切りとさせていただきます。
   ○申込みは本人が直接講座開催館にて、
　　申込み願います。
　○受講料は講座を欠席されても返金
　　できません。

丹治はやプラザ  ☎ 937-2355

 市民会館　☎ 958-2311

カラオケ教室（朝の部）
日時　５月19日・６月２日・16日・30日・
　７月14 日・28 日㈬
　最終日は発表会　10:00 〜12:00
講師　大田 ひろみ氏　定員　50人
費用　3,000 円（６回）
申込　４月 25 日㈰　10:00

カラオケ講座
日時　４月 23 日・30 日・５月14 日・
　28 日・６月11日・25 日
　最終日は発表会　13:30 〜15:30
講師　大田 ひろみ氏  定員　30人
費用　3,000 円（６回）
申込　４月９日㈮　13:00　
　１階受付カウンターにて

料理教室①②
日時　①第２・４土曜日
　　　②第２・４金曜日
　　　10:00 〜12:00
講師　①網本　かほる氏
　　　②末吉　明美氏
定員　若干名（女性のみ）
費用　２カ月 6,000 円
申込　市民会館で随時受付

市 民 会 館 　日時　４月13 日㈫　10:00 〜11:30
石川プラザ　日時　４月 20 日㈫　14:00 〜15:30
丹治 は や 　日時　４月 27 日㈫  14:00 〜15:30
講師　喜多　光三氏　　費用　500 円　（初回の方は、900 円・歌集込み）

歌声くらぶ

集

巻絵手紙講座
日 時　４月 26 日・６月 28 日・８月

23 日・10 月 25 日・12 月 20 日・
２月 28 日㈪　10:00 〜12:00

講師　野崎 久仁子氏　定員　16人
費用　6,000 円（６回）
持物　筆（大・小）・半紙
申込　４月18 日㈰　９:00

ＭＯＭＯプラザ  ☎ 957-5553

カラオケ講座（前期）
日時　５月７日・21日・６月４日・　
　18 日・７月２日・16 日㈮
　最終日は発表会　19:00 〜 21:00
講師　大田 ひろみ氏　 定員　60人
費用　3,000 円（６回）
申込　４月 25 日㈰　９:00　

平成 22 年度 羽曳野市要約筆記奉仕員養成講座受講生募集
　聴覚障がい者のコミュニケーションを支える活動「要約筆記」の担い手を養成
する講座を開講します。紙とペンから始めるボランティアに、あなたもチャレンジ
してみませんか？
※「要約筆記」とは、難聴や中途失聴でお困りの方に病院や学校、研修会などで
   その内容を要約して筆記や字幕により伝える活動です。
日時　５月15 日〜８月 28 日 （土曜日）　計13 回　９:30 〜12:00
場所　市役所総合福祉センター（別館）　２階研修室
定員　15人　　費用　無料（ただしテキスト代　1,050 円）
締切　４月 23 日㈮
申込　保健福祉部福祉支援課　内線 1211・1212

 陵南の森生きがい情報センター

　受講者一人に対して一人の講師が専
属で親切丁寧に、指導します。
　パソコンに不安をお持ちの方でも受
講していただけます。（ビスタにも対応）

〔ワードの基礎から応用コース〕　
　（文字入力・文書作成・はがき作成・
　 表作成・編集・その他）

〔エクセルの基礎から応用コース〕　
　（文字入力・データ作成・グラフ作成・表
計算・関数・家計簿作成・文書作成・その他）

〔デジカメコース〕
　（デジカメ写真をパソコンに取込み、
　 写真はがきの作成する）

〔インターネットコース〕
　（ウェブサイトの見方、検索・メール
　 の送受信）
日程　週 1 回２時間全５回　
　（デジカメ・インターネットコースは
　 全１回２時間）
時間　各コース  ①９:30 〜11:30
　② 12:30 〜14:30 ③ 15:00 〜17:00
費用　10,000 円テキスト込み
　（デジカメ・インターネットコースは
　  2,000 円テキスト込み）
会場　陵南の森生きがい情報センター
申込　随時（平日９:30 〜 17:00）
問合せ　同センター内 河内飛鳥 UNIC 会
　☎ 931-1900  

 マンツーマン・パソコンセミナー
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無料医療講座
●４月５日㈪　14:30 〜　
　はびきのコロセアム  ２階会議室　
　［乳がんの予防と治療］
●４月７日㈬　14:30 〜
　市民会館　２階
　［胃潰瘍と胃がんについて］
●４月９日㈮　14:30 〜
　ＬＩＣはびきの　２階中会議室　
　［日帰り手術で治る胆石・胆のうポリープ］
●４月12 日㈪　14:30 〜
　ＬＩＣはびきの　２階中会議室
　［カテーテルのいらない最新型ＭＲＩ
　    （３Ｔ ＭＲＩ）による心臓病診断］
●４月15 日㈭　14:30 〜
　はびきのコロセアム  ２階会議室
　［舌の痛み〜その原因と対処法〜］
●４月16 日㈮　14:30 〜
　市民会館　２階
　［脱腸（ソケイヘルニア）を
　　治して翌日から仕事ができる］
●４月17 日㈯　14:30 〜
　ＬＩＣはびきの　２階中会議室
　［日帰り手術で治る痔の最新治療法］
●４月19 日㈪　14:30 〜
　はびきのコロセアム  ２階会議室
　［下肢静脈瘤の治療と最新型ＭＲＩ画像］
問合せ　松原徳洲会病院　総合案内
　☎ 072-334-3400

春の福祉ビッグバザー
　作業所で働く障がいがある人たち
の、よりよい生活づくりのためにバザ
ーを開催いたします。　
日時　４月17 日㈯　10:00 〜
場所　翠鳥園遺跡跡公園横空き地
※バザー物品の提供をお願いします。
　お電話いただければ、こちらから取
　りに伺います。（大型の物や電化製
　品、本はお引き取りできません）
締切　４月13 日㈫まで
主催・問合せ　ふたかみ福祉会後援会
　☎ 957-4041　　　　　　　

2010 年 アースデイ行事
　～石川の野草の観察・試食～
日時　４月18 日㈰  10:00 〜14:00
　※７時の天気予報で降水確率60％
　　以上の場合は中止
講師　自然環境保全指導員 福田裕氏
集合場所　近鉄電車 駒ヶ谷駅
監察場所　石川河川敷、レンゲ農場
解散場所　レンゲ農場で解散予定
費用　500 円（資料代含む）
持 物　採取用袋、水筒、昼食（おにぎり等）
問 合せ　環境ネットワークはびきの　

橋本　☎ 072-957-4312

大阪菊花会菊花講習会
　大阪菊花会主催の菊づくり講習会はどなたでも参加できます。
会場　陵南の森総合センター  費用　講習会無料  時間　13:00 〜

問合せ　大阪菊花会・花川　携帯 090-3275-6360　☎ 955-2188 　　　　
　　　   みどり公園課　　☎ 958-1111　内線 2420

講習日と内容

第２回 ４月 11 日㈰  大菊サシ芽・鉢上げ・摘心・他

第３回 ５月 30 日㈰  大菊三枝誘引・大鉢定植・だるま作り・他

第４回 ７月 11 日㈰ 大菊真夏の管理・柳芽の処置・肥料追い込み・蕾の選定・だるま作り・福助・作り他

８月１日㈰  福助苗販売（陵南の森  藤棚の下）

羽曳野第１団ボーイスカウト
説明会開催のお知らせ
　ボーイスカウト活動は家庭・学校で
は、なかなか学べないさまざまな活
動を、主に自然の中で、年齢の異な
る仲間と行うことで、青少年の健全な
心と体を育てます。
日時　４月24日㈯　９:30 〜16:30
場所　LIC はびきの  小会議室 B
問合せ　大西　☎ 957-1552
　E-mail　scout@kawachi.zaq.ne.jp

羽曳野市民ウィンドオーケストラ
ティータイムコンサートのお知らせ
日時　４月18 日㈰　
　　　13:30 開場　14:00 開演
場所　ＬＩＣはびきの　ホールＭ
プ ログラム　朝鮮民謡の主題による

変奏曲、イエスタデイ（ビートルズ）、
シング･シング･シングほか多数。

問合せ　羽曳野市民ウィンドオーケストラ
　☎ 080-2447-2968
　E-mail habikinowind@docomo.ne.jp

広 

告

■訪問介護員（ホームヘルパー）
　養成研修（２級課程）
■福祉用具専門相談員指定講習会
　（平日コース　全５回）
　※詳細ついては電話にて資料請求
　　（無料）してください。
問合せ　四天王寺社会福祉研修センター
　☎ 956-2985
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スポーツ

はびきのコロセアム
4 月の主な行事予定

日 程 会 場 内 容

４日㈰  メイン
 アリーナ 卓球連盟　小中学生大会

７日㈬  メイン
 アリーナ 卓球連盟　ウーマンリー記念大会

９日㈮  サブ
 アリーナ 卓球連盟　レイディング大会

11 日㈰  メイン
 アリーナ 卓球連盟　クラブリーグ戦

18 日㈰  サブ
 アリーナ

ウエイトリフティング
大阪春季選手権大会

24 日㈯  メイン
 アリーナ 防犯　バレーボール大会

25 日㈰
 メイン・サブ
 アリーナ スポンジボールテニス大会

29 日㈷
 メイン
 アリーナ 大阪武道協議会　少年少女剣道大会

母の日ファミリーバレーボール大会
　母の日ファミリーバレーボール大会
の参加チームを次のとおり募集します。
日時　５月９日㈰　９:00 〜
会場　はびきのコロセアム
費用　１チーム 3,000 円
参加資格　市内在住・在勤の中学生以
　上のファミリーで構成されたチーム。
　試合は９人制で行います。
抽選会　４月 20 日㈫　13:00
　はびきのコロセアム  ２階会議室
申 込　４月14 日㈬までにスポーツ振

興課（別館３階）・はびきのコロセ
アム・市民体育館（西浦）まで申込
んでください。

羽曳野市体育指導委員協議会主催
第 30 回グラウンド・ゴルフ大会
日時　５月15 日㈯　９:00 〜　
　予備日　５月 22 日㈯
会場　グレープヒルスポーツ公園
対象　市内在住・在勤・在学（高校生
　以上）の方
募集チーム　
　先着 96 チーム（１チーム４人編成）
参加費用　１チーム　800 円
　（申込時に徴収します）
申 込　４月５日㈪から先着 96 チーム。

　市役所スポーツ振興課（別館３
階）、はびきのコロセアム、市民体
育館へ参加費を添えて申込んでくだ
さい。（ファクス不可）

締切　４月16 日㈮
問合せ　スポーツ振興課  内線4411

平成 22 年度スポーツ安全保険のご案内
　スポーツ活動・文化・ボランティア・地域活動など団体活動を行なう５人以上の方々
での加入が対象で、団体活動中の傷害事故および賠償責任を負う事故を補償、また、
心臓まひなどの突然死に対しても共済見舞金が支払われる保険です。保険期間は
平成 22 年４月１日以降から平成 23 年３月31日までです。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
加入対象者・１人当りの年間掛金【参考】

　※保険加入用紙は、スポーツ振興課・はびきのコロセアム・市民体育館（西浦）まで

加入に関する問合せ
　大阪府立体育会館　大阪体育協会内　㈶スポーツ安全協会大阪府支部
　☎ 06-6643-5234　電話受付時間　９:00 〜17:00（土・日・祝日を除く）
　ウェブサイト　http://www.sportsanzen.org

加 入 対 象 者  １人当り年間掛金
子ども（原則、中学生以下）の団体活動全般 600 円
子ども（原則、中学生以下）の団体活動全般に、個人練習・個人活動などの
事故を補償対象に含むもの

1,150 円

大人（高校生以上）の文化・ボランティア・地域活動、団体員の送迎、応援、
準備、片付け

600 円

大人（高校生以上）のスポーツ活動および指導 1,600 円
大人（高校生以上）の子どものスポーツ活動の指導限定 1,100 円
老人クラブなど（65 歳以上）のスポーツ活動 800 円
危険度の高いスポーツ活動（アメリカンフットボール・山岳登はんなど） 9,000 円
短期スポーツ教室の活動（加入はインターネットのみ受付可） 600 円

はびきのコロセアム　募集・お知らせ　☎ 937-3123

親子スポーツ教室　参加者募集
日時　５月６日㈭〜７月15 日㈭
　毎週木曜日（全 10 回・６/10 除く）
　Ａクラス　９:30 〜10:10
　Ｂクラス　10:15 〜10:55
　Ｃクラス　11:00 〜12:00
会場　コロセアム　サブアリーナ
　（都合によりメインアリーナに変更
　 の場合あり）
対 象　〔Ａ・Ｂクラス〕市内在住で平

成 19 年４月２日〜平成 20 年４月
１日生まれの未就園児１人とその親
が対象。

　〔Ｃクラス〕市内在住で平成 19 年
　４月１日までに生まれた未就園児１
　人とその親が対象。
定員　各クラス 35 組 70人
　※妊婦の方は参加できません。
費用　Ａ・Ｂクラス　4,000 円
　Ｃクラス　5,000 円（保険料含む）
申込　４月15 日㈭　９:00 〜
　コロセアムへ直接申込をしてください。
　（電話不可）。定員になりしだい受
　付を終了させていただきます。
　※参加費を持参（電話不可・代理可）

パパ・ママも一緒に楽しもう
親と子のキッドビクス　参加者募集
　親子で簡単なエアロビクスを通じ、
運動神経の発達を促し、元気で明るい
子どもの育成を目指すと共に、親子の
スキンシップを図ることを目的とします。
日時　５月12 日㈬〜７月14 日㈬
　毎週水曜日（合計10 回）
　15:15 〜16：15
会場　コロセアム　サブアリーナ
　（都合によりメインアリーナに変更
　 の場合あり）
対 象　市内在住・在勤の親と平成 16

年４月２日〜平成 20 年４月１日生
まれの子ども（対象年齢内であれば
子どもの複数参加可）

　※妊婦の方は参加できません。
定員　先着 25 組
費用　4,000 円（保険料含む）
　※子ども複数参加の場合、1人ごと
　　に 2,000 円加算
申込　４月14 日㈬　９:00 〜
　コロセアムで受付します。
　※参加費を持参（電話不可・代理可）
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市施設管理公社主催　平成 22 年度 第１回 ソフトテニス大会
日　　時　５月 23 日㈰　９:00 〜　　　会　　場　市民体育館（西浦）
参加部門  リーグ戦
　　　　　男子１部 ３組×４リーグ 計12 組　　（高校生〜 39 歳まで）
　　　　　男子２部 ３組×２リーグ 計６組　　  （40 歳以上制限なし）
　　　　　女子１部 ３組×４リーグ 計12 組　   （高校生〜 34 歳まで）
　　　　　女子２部 ３組×２リーグ 計６組　　  （35 歳以上制限なし）
　　　　　※各部門決勝トーナメントあり。
参 加資格　市内在住・在勤・在学の高校生以上の男・女（部門により年齢制限あり）
参加組数　男子１部 12 組・男子２部 ６組　  計男子18 組
　　　　　女子１部 12 組・女子２部 ６組　  計女子18 組
費　　用　１組 1,500 円（保険料含む）
申　　込　市民体育館（西浦）
申込期間　４月11日㈰〜５月16 日㈰ 10:00 〜　
　　　　　※先着順。定員になりしだい締切ります。
問 合 せ 　市民体育館　☎ 958-2340

テニス教室受講生募集
日時　４月 20 日㈫〜７月 27 日㈫
　毎週火曜日　全 10 回（予備日含む）
　教室時間　19:00 〜 21:00
会場　駒ケ谷テニスコート
対象　市内在住・在勤・在学
　※ただし、定員割れの際は、市外
　　の方も受付可。
定員　初級・中級　計 40人　
　※４コートに振り分けします。
費用　10,000 円（保険料含む）
申 込　４月11日㈰　駒ヶ谷テニスコ

ートにて10:00 より受付（11:00 の
時点で定員割れの際、市外の方も受
付可）定員になりしだい締切ります。

　参加費と印鑑を持参してください。
　電話での申込みは出来ません。
問合せ　駒ケ谷テニスコート　
　☎ 957-5963

第 34 回 羽曳野市ソフトテニス
連盟杯大会　参加者募集
日時　５月９日㈰　９:00 〜
　予備日５月16 日㈰
会場　市民体育館屋外テニスコート（西浦）
対象　市内在住・在勤・在クラブの
　高校生以上または連盟が認めた方
部門　男子１部（高校生以上）
　　　男子２部（40 歳以上）
　　　男子３部（55 歳以上）
　　　女子１部（高校生以上）
　　　女子２部（40 歳以上）
　　　女子３部（55 歳以上）
費用　１チーム 2,000 円
　（高校生は 1,500 円）
申込・問合せ　４月 27 日㈫までに
　電話かファクスで猪砂まで
　☎ 090-3821-7547　☎・ＦＡＸ 956-4788

ハワイアンフラ無料体験（フラダンス）
日時　４月８日・22 日㈭
　      15:00 〜16:30
場所　ＬＩＣはびきの　２階交流ギャラリー
問合せ　アロハアイナ（近藤）
　☎ 090-5648-4638
　E-mail chie.hh.makana@docomo.ne.jp

赤ちゃんとママのお教室
①ベビーマッサージ体験
日時　４月14 日㈬　13:30 〜14:30
        ４月22日㈭　15:00 〜16:00
②ファートサイン体験
日時　４月14日㈬　15:00 〜16:00
        ４月22日㈭　13:30 〜14:30
対象　①生後２カ月〜ハイハイ期まで
        ②生後８カ月頃〜１歳半頃まで
費用　各教室 1,000 円
会場　ＬＩＣはびきの　２階和室
問合せ　ベビー・マミー ☎ 933-1122
　ウェブサイト http://baby-mammy.net

幼児音楽教室　どれみふぁくらぶ
　みんなでリズム、歌を楽しみませんか
日時　４月12 日・19 日・26 日㈪
　　　11:00 〜11:30
場所　ＬＩＣはびきの　３階
費用　体験レッスン無料
問合せ　西林　☎ 090-8532-0956
　　　　　　　☎ 952-3839

広 

告

３月号広報訂正記事
羽曳野市スポーツ少年団団員募集
で羽曳野レンジャーズの主な活動
場所が、間違っていました。
訂正して、お詫びします。
高鷲北小学校　⇒　高鷲南小学校
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相　談 開　催　日 時　間 会　場 予　約 ・ そ　の　他

法律相談

６日 ･13 日 ･
20 日 ･27 日 ㈫

13:30 ～ 16:30
市役所１階　市民相談室 開催日の前週の金曜日、９:00 ～専用電話にて先着順で予約を受付

けます。専用電話（☎ 957-4000）
1 日あたり定員８人。相談時間は 20 分。１日 ･15 日㈭ 陵南の森総合センター

行政相談 14 日㈬ 13:00 ～ 15:00 市役所１階　市民相談室 国の仕事に関する要望・苦情・意見や相談について。
予約不要。直接お越しください。

人権相談 16 日㈮ 14:00 ～ 16:00 市役所別館３階　会議室 予約不要。直接お越しください。

女性相談
（第１・４水曜日）

７日㈬
13:30 ～ 16:30

市役所１階　市民相談室(電話・面接) 離婚、介護、子育ての悩み、女性の身体や性に関する悩みなど。
予約は随時受付けます。（☎ 958-1111　内線 1055）28 日㈬ 陵南の森総合センター（面接のみ）

消費生活相談
毎週㈪㈬㈮

［㈷は除く］
10:00 ～ 15:00
※㈬は 14:00 まで

市役所２階　消費生活相談室
産業振興課に予約。電話でも相談可能。

（☎ 958-1111　内線 2780）

障害者生活相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］

９:00 ～ 17:30 障害者総合支援センターはる 身体または知的障がい者の方のご相談、障がい者の就業に関する
ご相談。（☎ 957-1607　 ＦＡＸ 957-1604）

８:45 ～ 17:00 地域支援センターばんびーの 18 歳未満の障がい児の方のご相談。（☎ 950-1530　ＦＡＸ 950-1531）

９:00 ～ 17:30 支援センターフレンドハウス 精神障がい者の方のご相談。（☎ 953-0519　ＦＡＸ 953-0567）

相談支援
センターホープ

毎日
［㈯㈰㈷年末年始は除く］

９:00 ～ 16:00
生活支援センター 精神障がいの方で、日常生活での相談や福祉サービス利用、手続き

方法、施設・作業所の利用についての援助・情報提供。
（☎ 957-2175　ＦＡＸ 957-2176）相談相談事務所

障害者雇用相談 15 日㈭ 13:00 ～ 17:00 市役所別館１階　相談室 福祉支援課に予約。( ☎ 958-1111　内線 1150　ＦＡＸ 957-1238）

育児相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:00 保健センター まずは電話でご相談ください。（☎ 956-1000）

教育相談 ２日 ･16 日㈮ 10:00 ～ 16:00 青少年児童センター 電話でも相談可能。（☎ 952-0032）

教育相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
10:00 ～ 16:00 教育研究所（LIC はびきの内） まずは電話でご相談ください。（☎ 958-7867）

家庭児童相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:00 市役所別館　子育て支援課 子育て支援課に予約してください。（☎ 958-1111　内線 1250）

母子家庭相談 毎週火・金曜日 ９:00 ～ 17:00 市役所別館　子育て支援課 子育て支援課に予約してください。（☎ 958-1111　内線 1224）

育児・子育て・
児童相談

毎日
［㈯㈰㈷は除く］

９:00 ～ 17:00
子育て支援センター
ふるいち ・ むかいの

予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-3308）

総合相談 ６日 ･20 日㈫ 13:00 ～ 16:00 人権文化センター
人権・進路・就労・生活に係る相談。予約不要。電話または直接
お越しください。開催日以外でも平日随時受付。

（☎ 937-0860）

若者自立の
ための無料相談

16 日㈮ 14:00 ～ 17:00 羽曳野市市民会館３階　第５会議室 まずお電話でご相談ください。（神須学園室生館　☎ 0745-92-5566)

心配ごと相談
１日・15 日㈭

13:00 ～ 16:00
市役所別館２階  ボランティアセンター 予約不要。直接お越しください。民生委員の皆さんが、あらゆる

ご相談に応じます。（社会福祉協議会　☎ 958-2315）８日・22 日㈭ 社会福祉協議会 西部事務所

ボランティア相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:30 市役所別館 1 階  ⑦番窓口 

（社会福祉協議会事務所） 予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

総合福祉相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:30

市役所別館 1 階  ⑦番窓口 
（社会福祉協議会事務所）

予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

社会福祉協議会 西部事務所 まずは電話でご相談ください。 （☎ 953-8067）

介護相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:30 市役所別館 1 階  ⑦番窓口 

（社会福祉協議会事務所） 予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

学習相談
毎日

［㈷は除く］
９:00 ～ 17:00 LIC はびきの１階   市民大学 （☎ 950-5503･ ＦＡＸ 950-5650) 市民大学ウェブサイトでも受付。

農業相談 20 日㈫ 13:00 ～ 16:00 市役所４階   農業委員会事務局 前日までに予約。先着３人。（☎ 958-1111　内線 4710）

地域就労相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 ～ 17:00 地域就労支援センター

（人権文化センター内）

（☎ 937-0860）または直接お越しください。
※市役所地域就労支援センターでは、ハローワークインターネット
　サービスによる情報提供もしていますので、ご利用ください。

相　談 開　催　日 時　間 予　約  ・  そ　の　他

青少年相談コーナー
（16～おおむね25歳）

毎日
［㈯㈰㈷は除く］

９:00 ～ 17:45 大阪府富田林子ども家庭センターでは、中学卒業後の青少年が抱える悩み（対人問題、ひきこもり等）を専
門の担当者がお受けします。（☎ 0721-25-1172）

青少年本人専用相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
16:00 ～ 22:00 青少年本人からの相談を専門の担当者が☎（06-6946-0003）と E メール（ssl@yso.or.jp）でお受けします。

 ４月の相談の日程　 お気軽にご相談ください（すべて無料です）
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市民のページ 市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.osaka.jp

無料一日講習「お座敷小唄」
　踊りを楽しく身に付けて、施設慰問
やイベントに参加しませんか。
日時　４月18 日㈰ 13:00 〜16:30
場所　市立古市集会所　１階会議室
持物　浴衣等着物一式（貸出可）
主催　音羽菊初会
問合せ　武田　☎ 090-3670-1144

ジャパンプロレス 2000 主催
ボランティア・チャリティープロレス
日時　４月 25 日㈰　12:00 開場
　13:00 試合開始
場所　市民体育館（西浦）
費用　入場・観戦・駐車場（90 台）無料
問合せ　ウェブサイト http://www.j2000.net

ふるさと夢プラン　にんにくの蕾摘み
楽しい農業体体験
日時　４月25日㈰　９:00 〜14:00
場所　飛鳥　「上の太子駅」南側集合
持物　各自弁当持参
問合せ　植田　☎ 958-8021

スクエア・ダンス一日体験会（無料）
　音楽に乗って英語の合図で、簡単
なステップのダンスを楽しみます。
 ［一般コース］
日 時　４月15･22 日㈭
　４月10･24 日㈯　13:30 〜15:00
定員　各教室　男女10人ずつ

［英語ジュニアーコース（小・中学生）］
日時　４月10・24 日㈯  15:15 〜15:45
定員　各教室 男女５人ずつ　
　（成人ご家族との参加でお願いします）
会場　市民会館（各コース）
申込・問合せ　各体験会の前日まで。
　橋本　☎・ＦＡＸ 958-4840
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俳句・川柳などジャンルは問いません。なお、初めての方やしばらく掲載していな
い方を優先していますので、ご了承ください。また、投稿の際は、ふりがな、住所、電
話番号も添えてください。

（あて先）〒583-8585　羽曳野市役所　秘書課広報担当

市民の皆さんの趣味の欄です
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㈳羽曳野市シルバー人材センターの「うたごえ教室“ほほえみ”」の
無料体験レッスンに参加しませんか 　　
　童謡、唱歌、抒情歌、フォークソングを中心に歌ってリフ
レッシュしましょう。羽曳野市以外の方でも大歓迎です。 

［無料レッスン］
場所　シルバー人材センター  ワークプラザ ３階
日時　４月１日・８日・15 日・22 日（毎週木曜日）　10:00 〜12:00 
講師　羽河  幸子（シルバー人材センター会員）
問合せ　シルバー人材センター  ☎ 072-959-0555 ・ 羽河  ☎ 072-953-2036

うたごえ教室“ほほえみ”の様子
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いよいよ本格スタート！

「はびきの中学生study-Ｏ」参加中学生募集
～市役所で働く職員と地域の先輩がサポートします！～

 羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例に基づき、平成 22 年度下水道事業受益者負担金賦課対象区域を
決定したのでお知らせします。
　今回賦課対象になる区域は、
　○高鷲１・３・４・８・１０丁目の一部  　　○島泉６・７・８丁目の一部
　○恵我之荘３・４・６丁目の一部  　　　　　○南恵我之荘１・２・３・４丁目の一部
　○伊賀３丁目の一部　　　　　　　　　　　  ○野々上３・４丁目の一部
　○はびきの３・４・５丁目の一部　　　　　  ○学園前４・６丁目の一部
　○誉田３丁目の一部　　　　　　　　　　　  ○白鳥 1 丁目の一部
　○栄町の一部　　　　　　　　　　　　　　  ○野の一部
　○樫山の一部　　　　　　　　　　　　　　  ○郡戸の一部  　　　　　　　　○河原城の一部
　※賦課対象区域図は下水道総務課（市役所別館 4 階）に備え付けています。

　羽曳野市では市民の皆様に衛生的で快適な生活および河川環境の水質改善を図るため、公共下水道整備は現在約 855ha
の供用開始を行っており、平成 22 年度では新たに約 22ha の供用開始を行います。
　つきましては、4 月中に平成 22 年度賦課対象区域の土地所有者の方に受益者申告書（賦課対象区域図添付）を送付しま
すので、ご記入のうえ返送をお願いします。
　受益者負担金とは・・・
　公共下水道の利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、未整備地域に一日も早く
計画的に公共下水道整備を進めるためのもので、敷地面積１㎡当たり 450 円を乗じた額をご負担していただきます。納付
方法は一括納付と分割納付があり、一括納付の場合は報奨金を差し引いた額を納付していただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　【下水道　地球を守る　リサイクル】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下水道総務課　内線 2360）

平成 22 年度　下水道事業受益者負担金賦課対象区域のお知らせ

内　容： 市職員（教員免許所持者または塾等の講師経験者）および教員免許取得を目指す方、教員免許を所持または塾講
師経験のある方が、中学生の数学・英語・国語を中心とした自学自習をサポートする「はびきの中学生 study- Ｏ

（スタディオ）」を実施します。

対象は？
　羽曳野市内の中学１年生～３年生で保護者の同意が得られる方を対象とします。

どんな内容？
　数学・英語・国語を中心とした「自学自習」をサポートします。1 日 3 時間、各生徒が問題集などの教材を市役所の会
　議室に持ち込んで勉強し、わからないところや苦手部分を常駐のサポートスタッフが指導・解説します。

費用は？
　無料とします。

教材は？
　数学・英語・国語の教材（教科書、テキスト、問題集など）を各自で準備・持参してください。

どこでやるの？
　羽曳野市役所内の会議室で実施します。

いつからやるの？
　平成 22 年 5 月 15 日から計 36 回実施します。詳しい日程は、参加中学生募集要項をご覧ください。

申し込み方法は？
　申込書に必要事項を記入の上、下記事務局へ郵送または直接持参してください。なお、募集要項および申込書は市ウェブ
　サイトからもダウンロードできます。
　なお、申込締切日は平成 22 年 4 月 23 日（郵送の場合は当日消印まで有効）です。

【お問合せ】
　政策推進課特命プロジェクトチーム内「はびきの中学生 study- Ｏ（スタディオ）」事務局　（内線：3530・3531・3532）


